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　平成２９年度のわが国経済は、政府が推進する経済政策の効果により、
雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調が続いており、海
外経済が回復する下で、輸出や生産の持ち直しが続くとともに、個人消
費や民間設備投資など民需が改善し、経済の好循環が実現しつつありま
した。
　一方、地域の小規模事業者の多くは、深刻化する人手不足や後継者難、
人口減少や一極集中等による地域経済の疲弊、頻発する自然災害など、
厳しい事業環境にあり、景気回復の実感を得られない状況が続いていま
す。
　こうした中、民間金融機関を取りまく金融環境は、少子高齢化・人口
減少時代の本格的到来に加え、未曽有の金融緩和政策が継続される中
で、かつてない厳しい収益環境が続いております。
　このような経営環境の下、地域密着型金融に努めた結果、平成２９年度
における当組合の業績につきましては、期末残高の預金積金は前期対比
６1百万円増加し、８０２億８７百万円となりました。貸出金におきましては、
前期対比６億1６百万円増加し、３４７億４９百万円となりました。損益面につ
きましては、預け金利回りの低下など資金運用収益が減少しましたが、

有価証券運用益の確保や経費削減等に努めた結果、経常利益は７ ３ 百万
円、当期純利益は６ ９ 百万円となりました。 
　なお、経営の健全性を示す自己資本比率は1３.６６％、前期対比０.1８ポイ
ント減となりましたが、国内基準であります４％を大幅に上回っており
ます。
　平成３０年度については、海外経済の回復が続く中、新たな経済政策の
効果もあいまって、雇用・所得環境の改善が続き、民需を中心とした景
気回復が見込まれておりますが、先行きのリスクとしては、海外経済の
不確実性や金融資本市場の変動等に留意する必要があるとされています。
　また、金融緩和政策の継続や従前にも増して他金融機関との競争が激
化する中で、当組合は、地域金融機関として全役職員一丸となり、訪問
活動の強化で情報の収集・活用により、中小零細事業者や生活者の資金
ニーズにスピーディーに応え、貸出金増強による収益力の強化とともに
経営の効率化に努め、事業再生等の経営支援にも積極的に取組んでいく
所存でございます。併せて、ガバナンス態勢の構築、法令等遵守、リス
ク管理等の内部管理態勢整備の充実に努め、強固な経営基盤を築いてま
いります。
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ごあいさつ

　皆さまには、平素より格別のご愛顧とご支援を賜り、心から厚く御礼
申し上げます。
　ここに、当組合の経営方針や事業内容・業績につきまして、ディスク
ロージャー誌「福岡県南部信用組合Report ２０1８」を作成いたしました
のでご高覧賜り、一層のご理解を深めていただきたいと存じます。
　福岡県南部信用組合は、地域の皆さまに本当にお役に立てる金融機関
をめざし、これまで以上に経営の健全性と基盤強化に努めてまいります
ので、今後ともご指導とご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。
 理事長　　大場　清貴

当組合のあゆみ　（沿革）

■昭和 ２７年 ７月 1日／三井郡草野町にて草野信用組合設立
■昭和 ３９年 ７月２０日／東久留米信用組合へ名称変更
■昭和 ４６年 ７月 1７日／久留米市合川町にて本店店舗落成移転（現在地）
■昭和 55年 ４月 1日／ 東久留米信用組合、筑邦信用組合、福岡県南部

信用組合、柳川三和信用組合の四組合合併、（1６
店舗）福岡県南部信用組合へ名称変更、新理事
長に合原束（東久留米信用組合）就任

■昭和 5８年 ３月 1９日／諏訪野町支店開設、1７店舗となる
■昭和 5９年 11月 1２日／本部増築
■昭和 5９年 1２月 1０日／自営オンライン稼動
■平成 元年 5月 ３０日／高田支店、新築開店
■平成 ４年 5月 ２８日／彌永良治理事が理事長に就任
■平成 ６年 ８月 1日／山川支店、新築開店
■平成 ７年 ９月 ４日／大牟田支店、新築開店
■平成 1２年 ７月 ６日／大久保福男専務が理事長に就任
■平成 1２年 ９月 1８日／平井常雄専務が理事長に就任
■平成 1４年 ７月 1日／当組合創立5０周年を迎える
■平成 1４年1０月 ２６日／当組合創立5０周年記念式典・祝賀会開催
■平成 1８年 ７月 ４日／田中信弘専務が理事長に就任
■平成 ２０年 1月 15日／全国信用組合共同センターへ加盟
■平成 ２０年11月 ２5日／諏訪野町支店を本店営業部へ統合、1６店舗となる
■平成 ２1年 ６月 ２5日／三潴支店、新築開店
■平成 ２４年 11月 ２1日／瀬高支店、新築開店
■平成 ２5年 ７月 ４日／高椋一行常務が理事長に就任
■平成２７年 ７月 ２日／大場清貴専務が理事長に就任
■平成３０年 ６月 11日／ 大善寺支店と安武支店を統廃合し、筑邦西支店

として新築移転開店、15店舗となる

	 組合員の推移	 （単位：人）

平成28年度末 平成29年度末
個 人 1４,1４０ 1４,０８1
法 人 ９３７ ９5６
合 計 15,077 15,037

	 事業の組織	 平成30年 6 月30日現在

	 	 	 	 	 	役員一覧（理事及び監事の氏名・役職名）	 平成30年 6 月27日現在

理 事 長／大場　清貴 専務理事／末安　昭彦
常務理事／平井　　徹 常勤理事／細井　修司
理　　事／江﨑　壽典 理　　事／小野　茂樹
理　　事／下川　俊郎 理　　事／古賀　信正
常勤監事／中垣　光彦 員外監事／山口　龍一

※ 当組合は、職員出身者以外の理事 ２ 名の経営参画により、ガバナン
スの向上や組合員の意見の多面的な反映に努めています。

会計監査人の名称

　　 有限責任監査法人トーマツ（平成３０年 5 月２２日現在）

事業方針

■基本理念
　　  　福岡県南部信用組合は、コミュニティバンクとしてお客様の繁栄

に奉仕し、地域社会の発展に貢献するとともに、組合の躍進と職員
の働きがいある職場を創る。

■経営理念
　　  　当組合は、協同組織金融機関として、相互扶助の理念に基づき、

組合員の経済的地位の向上を図り、地域社会の発展に寄与し、経営
の健全性を確保、組合員や預金者の利益の保護、信用秩序の維持・
法令等を遵守し、健全経営に徹する。

平成29年度　経営環境・事業概況
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総代会について
■総代会の仕組みと機能
　信用組合は、組合員の皆様によって成り立っています。その中心となるのが、総代会です。協同組織金融機関では組合員の議決機関として、総会
が置かれています。組合員数が２００人を超える場合、総会に代えて総代会を設けることができ、当組合はこの総代会を置いています。
　総代会は組合の最高意思決定機関としての役割を担っています。
■総代の役割
　総代は、総代会の構成員で、組合員の皆様の中から選挙で選ばれます（定数1３０名）。地区別に選出され、組合員の皆様の代表として総代会の決議
に参加します。
■総代の選出方法
　総代は、法令及び定款の定めと、「総代選挙規約」により、総代選挙において各地区別に定員を定めて選出されます。
　総代になろうとする組合員は自ら立候補するか、他の組合員 ３ 人以上の推薦を受けて立候補します。総代候補者が決定した後組合員一人一票の選
挙権に基づき書面による投票を行います。
　ただし、総代候補者の数が地区別の定数を超えなかった場合は投票を行わず候補者をもって当選人とします。
■総代の任期
　総代の任期は ３ 年となっております。
■総代のご紹介

（平成30年 6 月26日現在　総代総数１2５名）
選　挙　区 総代定数 総　　　　代　　　　氏　　　　名　  （敬称略：順不同）

第 1 選挙区 ８ 名
上 野 修 平 ⑥ 今 村 精 次 ⑧ 國 武 康 一 ◆ 髙 木 龍 一 ⑥ 中 村 貫 之 ⑨

藤 村 英 樹 ◆ 髙 良 政 博 ⑨ 包 行 準 治 ⑤

第 ２ 選挙区 ９ 名
吉 田 直 幸 ⑨ 赤 司 一 義 ⑦ 中 鶴 二 男 ⑧ 森 光 美 明 ③ 副 枝 文 義 ⑨

川 上 武 久 ⑧ 荒 巻 繁 行 ① 佐 藤 三 男 ① 原 口 　 巽 ⑦

第 ３ 選挙区 5 名 福 田 澄 雄 ⑧ 吉 塚 邦 之 ⑧ 森 光 絹 子 ① 草 野 岩 雄 ④

第 ４ 選挙区 15名

秀 島 量 生 ⑩ 内　山　髙一郎 ⑥ 中 野 　 剛 ⑩ 浅 野 陽 造 ⑦ 権 藤 登 ⑦

大 石 　 満 ◆ 井 上 弘 利 ④ 相 良 正 一 ① 中 島 敏 幸 ⑥ 丸 山 　 昭 一 ◆

古 賀 幸 弘 ④ 弓 削 龍 彦 ① 平 野 正 剛 ⑧ 清 水 雅 光 ②

第 5 選挙区 15名

堤 　 貫 一 ⑥ 藤 木 清 登 ③ 原 口 悳 久 ⑩ 馬 場 俊 隆 ⑥ 髙 巣 　 昭 ⑥

小 森 潤 二 ④ 鍋 田 政 則 ⑧ 都　　　万寿美 ⑥ 久 冨 孝 治 ④ 武 藤 賢 治 ③

中　村　　　実 ⑦ 岩 永 源 藏 ⑦ 井 口 秀 行 ⑩ 金 子 貫 志 ③ 板 橋 正 勝 ②

第 ６ 選挙区 ６ 名
村 上 博 繁 ⑧ 大 城 慶 久 ② 田 中 益 成 ② 杉 野 茂 樹 ④ 坂 口 敏 治 ③

長 　 喬 治 ⑦

第 ７ 選挙区 5 名 山　城　冨美雄 ④ 江　口　國太郎 ⑨ 田 中 信 明 ② 菅 原 竜 介 ④ 河 野 竹 美 ⑦

第 ８ 選挙区 ８ 名
永 岡 勝 彦 ④ 杉　谷　　　深 ④ 岳　　　八州男 ③ 武 末 利 明 ④ 中 野 　 博 ④

西 山 　 武 ⑦ 塚 本 好 昭 ① 髙 巣 光 男 ⑥

第 ９ 選挙区 1２名

新 開 延 孝 ③ 園 田 憲 之 ⑤ 森 　 清 彦 ⑩ 乗 冨 　 曻 ⑥ 吉 開 一 博 ④

大 坪 直 幸 ③ 森 　 茂 木 ② 江 崎 準 治 ④ 阿久根　公　久 ① 弥 永 友 繁 ⑧

藤 丸 眞 二 ③ 田 中 俊 司 ①

第1０選挙区 ８ 名
平 川 忠 義 ③ 中 村 勝 昭 ⑦ 甲斐田　英　典 ⑥ 川 原 正 行 ② 平 川 悦 生 ③

古 賀 龍 介 ① 田 中 孝 司 ①

第11選挙区 ７ 名
高 江 純 一 ④ 古 賀 正 道 ① 江　﨑　喜久夫 ④ 中 村 充 浩 ② 藤 島 一 敏 ①

石 橋 利 晴 ①

第1２選挙区 ４ 名 大 津 数 教 ③ 隈　　　太一郎 ⑨ 末 安 良 一 ③ 野 口 定 敏 ⑤

第1３選挙区 5 名 内 田 憲 二 ⑨ 赤 司 宗 朗 ⑦ 合 戸 　 渉 ③ 富 松 豊 次 ④ 大 鶴 博 文 ①

第1４選挙区 ８ 名
尾 形 敏 文 ③ 内 田 勝 利 ④ 中川原　征　二 ② 川　原　　　稔 ④ 田 中 康 典 ⑦

寺 島 廣 記 ① 秋 吉 義 明 ① 中 野 建 一 ①

第15選挙区 ６ 名
江 島 和 子 ③ 千代島　龍　一 ④ 江 島 英 樹 ① 権 藤 智 宏 ② 市 川 泰 三 ①

永 松 三 雄 ⑨

第1６選挙区 ９ 名
江 島 香 織 ③ 樋 口 昭 利 ⑥ 溝 田 實 行 ② 末　﨑　　　勇 ③ 弥 永 義 彦 ⑦

古 後 文 資 ② 福 留 広 人 ② 松 尾 淳 也 ③

　（注 1）氏名の後に就任回数を記載しております。
　（注 2）就任回数が1０回を超えている場合は◆で示しております。

■総代会の議決事項
　第６６期通常総代会（平成３０年 ６ 月２６日開催）では、次の事項が付議され、それぞれ原案どおり承認可決されました。
　【報告事項】
　第６６期　事業報告、貸借対照表並びに損益計算書について
　【議決事項】
　第1号議案　第６６期剰余金処分案承認の件
　第２号議案　第６７期事業計画及び収支予算案承認の件　
　第３号議案　組合員の除名に関する件
　第４号議案　合併契約書、合併契約書附帯覚書締結承認の件
　第5号議案　定款一部変更に関する件

第66期　通常総代会
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経理・経営内容

科　　　目 金　　　　額

（資　産　の　部） 平成28年度 平成29年度

現 金 1,155,647 1,269,530

預 け 金 37,626,791 37,212,727

有 価 証 券 14,098,419 13,714,027

国 債 1,４９３,11０ ９４７,０４０

社 債 ９,２８０,８８０ ９,5８３,０２０

株 式 ４5７,６11 ６６1,5９６

そ の 他 の 証 券 ２,８６６,８1８ ２,5２２,３７０

貸 出 金 34,132,943 34,749,740

割 引 手 形 ３８０,０5４ ２９７,０７６

手 形 貸 付 ３,２３０,７０5 ２,７２5,４２８

証 書 貸 付 ２９,６1０,０1６ ３０,８８６,３1２

当 座 貸 越 ９1２,1６６ ８４０,９２４

そ の 他 資 産 538,210 524,199

未 決 済 為 替 貸 ２,７２９ ３,６０７

全 信 組 連 出 資 金 ２４5,1００ ２４5,1００

未 収 収 益 1４２,７６７ 15２,２４８

そ の 他 の 資 産 1４７,６1３ 1２３,２４３

有 形 固 定 資 産 833,010 894,531

建 物 ４２２,1３６ ３９６,６４０

土 地 ３４5,5２３ ３４４,４55

建 設 仮 勘 定 ― ９９,６２６

その他の有形固定資産 ６5,３5０ 5３,８０８

無 形 固 定 資 産 2,417 2,417

その他の無形固定資産 ２,４1７ ２,４1７

債 務 保 証 見 返 36,462 27,041

貸 倒 引 当 金 △1,461,460 △	1,446,859

（うち個別貸倒引当金） （△1,３６5,３７８） （△1,３5２,７６８）

資 産 の 部 合 計 86,962,441 86,947,356

科　　　目 金　　　　額

（負　債　の　部） 平成28年度 平成29年度

預 金 積 金 80,226,086 80,287,681

当 座 預 金 5２２,４０８ ４６４,７３４

普 通 預 金 ２４,０８６,４００ ２６,1２1,６０６

貯 蓄 預 金 1８,1３７ ２９,８６８

通 知 預 金 5７,1０６ ７０,３４３

定 期 預 金 5０,７０３,４７６ ４８,６８5,３55

定 期 積 金 ４,5８1,３２６ ４,８２６,０８７

そ の 他 の 預 金 ２5７,２３1 ８９,６８5

そ の 他 負 債 167,304 144,677

未 決 済 為 替 借 1２,７７９ ２1,７８７

未 払 費 用 1０1,８６３ ７４,３９４

給 付 補 塡 備 金 ３,４９1 ３,5７5

未 払 法 人 税 等 ２,９８８ ７７９

前 受 収 益 ３０,２４０ 1９,5４８

払 戻 未 済 金 ３,３６６ 5,5４３

職 員 預 り 金 ― ―

そ の 他 の 負 債 1２,5７４ 1９,０４８

退 職 給 付 引 当 金 462,319 394,479

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 21,645 12,235

繰 延 税 金 負 債 139,001 132,412

債 務 保 証 36,462 27,041

負 債 の 部 合 計 81,052,820 80,998,527

（ 純 資 産 の 部 ）

出 資 金 382,597 377,924

普 通 出 資 金 ３８２,5９７ ３７７,９２４

利 益 剰 余 金 4,895,310 4,957,556

利 益 準 備 金 ４８5,０００ ４８5,０００

そ の 他 利 益 剰 余 金 ４,４1０,３1０ ４,４７２,55６

特 別 積 立 金 ４,11０,０００ ４,1６０,０００

（うち目的積立金） （1,０1０,０００） （1,０６０,０００）

当期未処分剰余 金 ３００,３1０ ３1２,55６

組 合 員 勘 定 合 計 5,277,907 5,335,480

その他有価証券評価差額金 631,713 613,347

評 価・ 換 算 差 額 等 合 計 631,713 613,347

純 資 産 の 部 合 計 5,909,620 5,948,828

負債及び純資産の部合計 86,962,441 86,947,356

	 貸借対照表	 （単位：千円）



４

貸借対照表の注記事項
1 ．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下
の注記については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
2．有価証券の評価は、その他有価証券のうち時価のあるものについて
は事業年度末の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動
平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められる
ものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行って
おります。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産
直入法により処理しております。
3．有形固定資産の減価償却は、建物については定額法、その他につい
ては定率法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりで
あります。
　　　　建　物　　　1０年～5０年
　　　　その他　　　 3年～2０年
4 ．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり
計上しております。
　　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金
の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会・銀行等監査特別委員
会報告第 4号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債
権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々
の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引当てております。破
綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要
と認める額を引当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相
当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証に
よる回収可能見込額を控除した残額を引当てております。
　　全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、本部査定委員の協力
の下に融資部（資産査定部署）が資産査定を実施しており、その査定
結果により上記の引当てを行っております。
5．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末
における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上
しております。
　　なお、当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業
年金制度（総合型厚生年金基金）を採用しております。当該企業年金
制度に関する事項は次のとおりです。
　　⑴　制度全体の積立状況に関する事項（平成29年 3 月31日現在）
　　　　年金資産の額� 358,256百万円
　　　　年金財政計算上の数理債務の額と
　　　　最低責任準備金の額との合計額� �312,０95百万円
　　　　差引額� 46,161百万円
　　⑵　��制度全体に占める当組合の掛金拠出割合（自平成28年 4 月 1 日�

　至平成29年 3 月31日）　　　　　　　　　　０.592％
　　⑶　補足説明
　　　��　上記（ 1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務

債務残高25,6０9百万円及び別途積立金71,7００百万円であります。
本制度における過去勤務債務の償却方法は期間15年の元利均等償
却であり、当組合は当期の計算書類上、特別掛金12百万円を費用
処理しております。

　　　��　なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出
時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記⑵の割合
は当組合の実際の負担割合とは一致しません。

6．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、
役員に対する退職慰労金の支給見込額のうち、当事業年度末までに発
生していると認められる額を計上しております。
7．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預
金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する
損失を見積もり必要と認める額を計上しております。
　　なお、睡眠預金払戻損失引当金は金額的重要性が乏しいため、「その
他負債」に含めて表示しております。金額は 8百万円であります。
8．偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度による負担金の将来に
おける支出に備えるため、将来の負担金支出見込額を計上しております。
　　なお、偶発損失引当金は金額的重要性が乏しいため、「その他負債」
に含めて表示しております。金額は 1百万円であります。
9．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
1０．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総
額　　28百万円
11．有形固定資産の減価償却累計額　　　　1,294百万円
12．貸出金のうち、破綻先債権額は655百万円、延滞債権額は�2,586百万
円であります。
　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継
続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の
見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を
行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、
法人税法施行令（昭和4０年政令第97号）第96条第 1項第 3号のイから
ホまでに掲げる事由又は同項第 4号に規定する事由が生じている貸出
金であります。
　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権
及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払い
を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
13．貸出金のうち、 3か月以上延滞債権額は3００百万円であります。
　　なお、 3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払

日の翌日から 3か月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債
権に該当しないものであります。

14．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は138百万円であります。
　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図るこ
とを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債
権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債
権、延滞債権及び 3か月以上延滞債権に該当しないものであります。

15．破綻先債権額、延滞債権額、 3か月以上延滞債権額及び貸出条件緩
和債権額の合計額は3,681百万円であります。

　　なお、12.から15.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ
ります。

16．手形割引により取得した商業手形の額面金額は、297百万円であり
ます。

17．担保に提供している資産は、次のとおりであります。
　　担保提供している資産　　　　預け金　5００百万円
　　上記のほか、公金取扱い、為替取引等のために預け金1,924百万円を
担保として提供しております。

18．出資 1口当たりの純資産額は15,74０円8０銭です。
19．金融商品の状況に関する事項
　⑴　金融商品に対する取組方針
　　��　当組合は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業
務を行っております。このため、金利変動による不利な影響が生じ
ないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）をしております。

　⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　　��　当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対
する貸出金です。また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式
であり純投資目的及び事業推進目的で保有しております。これら
は、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格
の変動リスクに晒されております。

　　��　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リス
クに晒されております。

　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　①　信用リスクの管理
　　　��　当組合は、事務規程（融資編）及び信用リスクに関する管理諸

規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限
度額、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関す
る体制を整備し運営しております。

　　　��　これらの与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、ま
た、定期的に常務会において与信先の業況、業種別・金額段階別
の与信状況の審議・報告を行っております。

　　　��　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総務部において、
信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

　　②　市場リスクの管理
　　　ⅰ　金利リスクの管理
　　　　��　当組合は、ALMを利用し、金利の変動リスクを管理しており

ます。市場リスク管理規程等において、リスク管理方法や手続
き等を明記しており、主に有価証券等について月次ベースで
リスク管理委員会や常務会において実施状況の把握・確認、今
後の対応等の協議を行い、理事会においては開催時毎に報告・
検討を行っております。

　　　　��　日常的には総務部において金融資産及び負債の金利や期間を
総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニ
タリングを行い、四半期ベースでリスク管理委員会や常務会に
報告しております。

　　　ⅱ　為替リスクの管理
　　　　��　当組合は、為替変動リスクに晒されている金融商品は保有し

ておりません。
　　　ⅲ　価格変動リスクの管理
　　　　��　有価証券を含む市場運用商品の保有については、リスク管理

委員会の方針に基づき、理事会の監督の下、有価証券運用規程
等に従い行われております。

　　　　��　このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、
事前審査、投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを
通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。

　　　　��　これらの情報は、理事会及びリスク管理委員会において定期
的に報告されております。

　　　ⅳ　市場リスクに係る定量的情報
　　　　��　当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響

を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債
券、「貸出金」及び「預金積金」であります。

　　　　��　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、保有
期間24０日、過去 5年の観測期間で計測される99パーセンタイ
ル値を用いた経済価値の変動額を市場リスク量とし、金利の変
動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しております。

　　　　��　算定にあたっては、再評価法を用い、金利が99パーセンタイ
ル変動幅だけ変化した時の時価総額を再計算し、変化前後の変
化の大きさを用いて当該変動額としています。

　　　　��　なお、当事業年度末現在、金利以外のすべてのリスク変数が
一定であると仮定した場合の99パーセンタイル値を用いた経済
価値は、373百万円減少するものと把握しております。

　　　　��　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提と
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しており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しており
ません。

　　　　��　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合
には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

　　③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　　��　当組合は、適時に資金管理を行うほか、市場環境を考慮した長

短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理して
おります。

　⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　��　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価
額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　　��　なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金については、簡
便な計算により算出した時価に代わる金額を開示しております。

2０．金融商品の時価等に関する事項
　　平成3０年 3 月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困
難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注 2）
参照）。
　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（単位：百万円）
貸借対照表
計　上　額 時　価 差　額

⑴　預け金（＊1） 37,212 37,252 39
⑵　有価証券  
　　　その他有価証券 13,7０9 13,7０9 ―
⑶　貸出金（＊1） 34,749    
　　　貸倒引当金（＊2） △�1,446    

33,3０2 33,779 476
金融資産計 84,225 84,741 516

⑴　預金積金（＊1） 8０,287 8０,29０ 2
金融負債計 8０,287 8０,29０ 2

（＊ 1）預け金、貸出金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時
価に代わる金額」を記載しております。

（＊ 2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（注 1）金融商品の時価等の算定方法
　金融資産
　　⑴　預け金
　　　��　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け
金については、市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、当
該現在価値を時価とみなしております。

　　⑵　有価証券
　　　��　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関か

ら提示された価格によっております。投資信託は、公表されてい
る基準価格によっております。

　　　��　なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項について
は21.に記載しております。

　　⑶　貸出金
　　　��　貸出金は、以下の①～③の合計額から、貸出金に対応する一般

貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、そ
の算出結果を簡便な方法により算出した時価に代わる金額として
記載しております。

　　　①��　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キ
ャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、それぞれ
の貸借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除
前の額。以下、「貸出金計上額」という）。

　　　②　①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
　　　③��　①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく

区分ごとに、元利金の合計額を市場金利（LIBOR、SWAP等）
で割り引いた価額

　金融負債
　⑴　預金積金
　　　��　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳

簿価額）を時価とみなしております。定期預金の時価は、一定の
金額帯および期間帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元
利金の合計額を一種類の市場金利（LIBOR、SWAP等）で割り引
いた価額を時価とみなしております。

（注 2 �）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次の　
とおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

（単位：百万円）
区　分 貸借対照表計上額

　　非上場株式（※） 4
合　計 4

（※）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから時価開示の対象とは
しておりません。

21．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
　⑴　売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
　⑵　満期保有目的の債券に区分した有価証券はありません。
　⑶��　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式に区分した有価証券は
ありません。

　⑷　その他有価証券
　【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】

貸借対照表
計上額

取得原価 差　　額

株　式 398 百万円 313 百万円 84 百万円
債　券 9,935 9,174 76０
　国債 947 812 134
　社債 8,988 8,361 626
その他 1,3０5 1,274 31
小　計 11,64０ 1０,763 877

　【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】
貸借対照表
計上額

取得原価 差　　額

株　式 258 百万円 274 百万円 △�16 百万円
債　券 594 595 △� 1
　国債 － － 　－
　社債 594 595 △� 1
その他 1,216 � 1,227 �� △�1０ �
小　計 2,０69 2,０98 △�29

合　計 13,7０9 12,861 847
　（注）貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づ
く時価により計上したものであります。

22．当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。
� � 売却価額� 売却益� 売却損
� � 2,5０9百万円� 149百万円� 19百万円
23．その他有価証券のうち満期があるものの期間毎の償還予定額は次の
とおりであります。

1年以内 1年超
5年以内

5年超
1０年以内

1０年超

債　券 199 百万円 2,426 百万円 5,546 百万円 2,356 百万円
　国債 － － － 947
　社債 199 2,426 5,546 1,4０9
その他 99 1,664 445 －
合　計 299 4,０9０ 5,992 2,356

24．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客
から融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件につい
て違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契
約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、12,581百万円
であります。このうち原契約期間が 1年以内のもの又は任意の時期に
無条件で取消可能なものが12,581百万円あります。

　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであ
るため、融資未実行残高そのものが必ずしも当組合の将来のキャッシ
ュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多く
には、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、
当組合が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をす
ることができる旨の条件が付けられております。また、契約時におい
て必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も
定期的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
25．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞ
れ以下のとおりであります。

　　　　繰延税金資産
　　　　　貸倒引当金� 374百万円
　　　　　退職給付引当金� 1０9
　　　　　減価償却費� 24
　　　　　減損損失� 17
　　　　　未払賞与� 7
　　　　　その他� 　 5
　　　　繰延税金資産小計� 539
　　　　評価性引当額� △436
　　　　繰延税金資産合計� 1０2
　　　　繰延税金負債
　　　　　その他有価証券評価差額金� 　234
　　　　繰延税金負債合計� 234
　　　　繰延税金負債の純額� 　132百万円
26．追加情報
　　当組合は、平成3０年 6 月26日に開催予定の通常総代会による決議及
び関係当局の認可が得られることを前提として、福岡県中央信用組合
及びとびうめ信用組合と平成3０年12月を目途に対等の立場で合併する
ことについて、平成3０年 3 月23日に両組合と「基本協定書」及び「基
本協定書附帯覚書」を締結いたしました。

　　この合併は、より強固な経営基盤を構築するためのものであり、合
併後の名称は福岡県信用組合とする予定です。



６

経理・経営内容

科　　　　　　　目 平成28年度 平成29年度

経 常 収 益 1,235,615 1,215,455

資 金 運 用 収 益 1,００３,1２２ ９９1,７1３

貸 出 金 利 息 ７４７,０5９ ７４２,６０７

預 け 金 利 息 ８３,９２７ ７３,６２1

有価証券利息配当金 1６２,３３1 1６5,６８０

そ の 他 の 受 入 利 息 ９,８０４ ９,８０４

役 務 取 引 等 収 益 5２,０5２ 5０,４６６

受 入 為 替 手 数 料 ３０,２1３ ２９,1７６

そ の 他 の 役 務 収 益 ２1,８３８ ２1,２９０

そ の 他 業 務 収 益 1４２,０６６ ９5,０９２

国 債 等 債 券 売 却 益 1２６,４９３ ９０,８４5

そ の 他 の 業 務 収 益 15,5７３ ４,２４６

そ の 他 経 常 収 益 ３８,３７４ ７８,1８２

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 11,６６1 ７,０６７

償 却 債 権 取 立 益 ２２４ ３5８

株 式 等 売 却 益 1７,８２９ 5９,０４７

そ の 他 の 経 常 収 益 ８,６5９ 11,７０８

経 常 費 用 1,153,703 1,141,671

資 金 調 達 費 用 ４８,９６5 ３７,８９３

預 金 利 息 ４６,1２２ ３5,5２６

給付補塡備金繰入額 ２,5７２ ２,３６７

そ の 他 の 支 払 利 息 ２７０ ―

役 務 取 引 等 費 用 ８９,６７９ 1０5,７９６

支 払 為 替 手 数 料 1２,８０７ 1２,９1９

そ の 他 の 役 務 費 用 ７６,８７２ ９２,８７６

そ の 他 業 務 費 用 ８,４２1 1４,1７２

国 債 等 債 券 売 却 損 ８,４２1 1４,1７２

経 費 ９９３,７5８ ９４７,０5６

人 件 費 ６８２,０８０ ６5３,９４４

物 件 費 ２９７,1０４ ２７７,51８

税 金 1４,5７４ 15,5９４

そ の 他 経 常 費 用 1２,８７８ ３６,７51

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ― ―

株 式 等 売 却 損 ３,４８９ 5,６３３

そ の 他 の 経 常 費 用 ９,３８８ ３1,11８

経 常 利 益 81,911 73,783

科　　　　　　　目 平成28年度 平成29年度

特 別 利 益 ─ ─

特 別 損 失 10,446 2,048

固 定 資 産 処 分 損 ８７ ７２３

減 損 損 失 1０,３5８ 1,３２5

税 引 前 当 期 純 利 益 71,465 71,735

法人税、住民税及び事業税 ２,９51 1,３８４

法 人 税 等 調 整 額 11,９11 ４３２

法 人 税 等 合 計 14,862 1,816

当 期 純 利 益 56,602 69,918

繰 越 金（ 当 期 首 残 高 ） 243,708 242,638

当 期 未 処 分 剰 余 金 300,310 312,556

損益計算書の注記事項

1 ．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下
の注記については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
2．出資 1口当たりの当期純利益　　　182円55銭
3 ．当事業年度において、営業キャッシュ・フローの低下及び継続的な
地価の下落等により、投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、
福岡県内の営業用店舗 3か所の土地及び遊休資産 1か所の土地につい
て、合計1,325千円を減損損失として特別損失に計上しております。

　　なお、資産のグルーピングの単位については、営業用店舗は個別営
業店単位、遊休又は処分予定資産は各資産単位としております。

　　また、回収可能価額は、正味売却価額としており、固定資産評価額
及び不動産鑑定評価基準を準用した評価等に基づき算定しております。

	 損益計算書	 （単位：千円）



７

経理・経営内容

	 粗利益	 （単位：千円）

科　　　　目 平成28年度 平成29年度
資 金 運 用 収 益 1,００３,1２２ ９９1,７1３
資 金 調 達 費 用 ４８,９６5 ３７,８９３

資 金 運 用 収 支 ９5４,15７ ９5３,８２０
役 務 取 引 等 収 益 5２,０5２ 5０,４６６
役 務 取 引 等 費 用 ８９,６９７ 1０5,７９６

役 務 取 引 等 収 支 △ ３７,６４5 △ 55,３３０
そ の 他 業 務 収 益 1４２,０６６ ９5,０９２
そ の 他 業 務 費 用 ８,４２1 1４,1７２

そ の 他 業 務 収 支 1３３,６４5 ８０,９２０
業 務 粗 利 益 1,０5０,1７４ ９７９,４０９
業 務 粗 利 益 率 1.２０% 1.1３％

（注）業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定計平均残高×1００

	 預貸率及び預証率	 （単位：％）

区　　　　　　分 平成28年度 平成29年度

預 貸 率
（期　　末） ４２.5４ ４３.２８
（期中平均） ４1.３1 ４２.３1

預 証 率
（期　　末） 1７.5７ 1７.０８
（期中平均） 1６.２６ 1６.1９

	 1 店舗当りの預金及び貸出金残高	 （単位：百万円）

区　　　　　　分 平成28年度末 平成29年度末
1 店 舗 当 り の 預 金 残 高 5,０1４ 5,０1７
1 店 舗 当 り の 貸 出 金 残 高 ２,1３３ ２,1７1

	 職員 1 人当りの預金及び貸出金残高	 （単位：百万円）

区　　　　　　分 平成28年度末 平成29年度末
職 員 1 人 当 り の 預 金 残 高 ６７９ ６９８
職 員 1 人 当 り の 貸 出 金 残 高 ２８９ ３０２

	 役務取引の状況	 （単位：千円）

科　　　　目 平成28年度 平成29年度
役 務 取 引 等 収 益 5２,０5２ 5０,４６６

受 入 為 替 手 数 料 ３０,２1３ ２９,1７６
そ の 他 の 受 入 手 数 料 ２1,８３８ ２1,２９０
その他の役務取引等収益 ― ―

役 務 取 引 等 費 用 ８９,６７９ 1０5,７９６
支 払 為 替 手 数 料 1２,８０７ 1２,９1９
そ の 他 の 支 払 手 数 料 ２,5６４ ３,1４６
その他の役務取引等費用 ７４,３０７ ８９,７２９

	 受取利息及び支払利息の増減	 （単位：千円）

項　　　　目 平成28年度 平成29年度
受 取 利 息 の 増 減 △ ７０,６２０ △ 11,４０９
支 払 利 息 の 増 減 △ ６,７15 △ 11,０７２

	 業務純益	 （単位：千円）

項　　　　目 平成28年度 平成29年度
業 務 純 益 5９,８９９ ３5,４８5

	 経費の内訳	 （単位：千円）

項　　　　目 平成28年度 平成29年度
人 件 費 ６８２,０８０ ６5３,９４４

報 酬 給 料 手 当 5２９,７９８ 51３,３８８
退 職 給 付 費 用 ７３,８２０ ６４,5６３
そ の 他 ７８,４６1 ７5,９９２

物 件 費 ２９７,1０４ ２７７,51８
事 務 費 1３３,８３３ 1２９,８９２
固 定 資 産 費 ４０,２０３ ３９,1３5
事 業 費 ２5,９０1 ２5,5７４
人 事 厚 生 費 ６,5６5 ３,７11
有 形 固 定 資 産 償 却 5６,1４９ ４９,1２０
無 形 固 定 資 産 償 却 ― ―
そ の 他 ３４,４5０ ３０,０８４

税 金 1４,5７４ 15,5９４
経 費 合 計 993,758 947,056

	 剰余金処分計算書	 （単位：千円）

科　　　　目 平成28年度 平成29年度
当期未処分剰余金 300,310 312,556
積 立 金 取 崩 額 ― ―
剰 余 金 処 分 額 57,672 67,590

利 益 準 備 金 ― ―
普通出資に対する配当金 ７,６７２ ７,5９０

（年 ２ ％の割合） （年 ２ ％の割合）
優先出資に対する配当金 ― ―

（円につき 円の割合）（円につき 円の割合）
事業の利用分量に対する配当金 ― ―

（円につき 円の割合）（円につき 円の割合）
経営安定化積立金 ４０,０００ ６０,０００
電算機械化積立金 1０,０００ ―

繰越金（当期末残高） 242,638 244,965
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経理・経営内容

項　　　　　　目 平成28年度 平成29年度経過措置による不算入額 経過措置による不算入額
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 　 　（1 ）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員勘定又は会員勘定の額 5,２７０ 5,３２７

う ち、 出 資 金 及 び 資 本 剰 余 金 の 額 ３８２ ３７７
う ち 、 利 益 剰 余 金 の 額 ４,８９5 ４,９5７
う ち 、 外 部 流 出 予 定 額 　 　（△） ７ ７
う ち、 上 記 以 外 に 該 当 す る も の の 額 ― ―

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 ９６ ９４
う ち、 一 般 貸 倒 引 当 金 コ ア 資 本 算 入 額 ９６ ９４
う ち、 適 格 引 当 金 コ ア 資 本 算 入 額 ― ―

適 格 旧 資 本 調 達 手 段 の 額 の う ち、 コ ア
資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 含 ま れ る 額 ― ―
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調
達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45％に相当する額
の う ち、 コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 含 ま れ る 額 ― ―

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額　　（イ） 5,３６６ 5,４２1
コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 　 　（2 ）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 1 ０ 1 ０

う ち 、 の れ ん に 係 る も の の 額 ― ― ― ―
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 1 ０ 1 ０

繰 延 税 金 資 産（ 一 時 差 異 に 係 る も の を 除 く。） の 額 ― ― ― ―
適 格 引 当 金 不 足 額 ― ― ― ―
証 券 化 取 引 に 伴 い 増 加 し た 自 己 資 本 に 相 当 す る 額 ― ― ― ―
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 ― ― ― ―
前 払 年 金 費 用 の 額 ― ― ― ―
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 ― ― ― ―
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 ― ― ― ―
少 数 出 資 金 融 機 関 等 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 ― ― ― ―
信 用 協 同 組 合 連 合 会 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 ― ― ― ―
特 定 項 目 に 係 る 1 0 ％ 基 準 超 過 額 ― ― ― ―

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ― ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ― ― ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ― ― ―

特 定 項 目 に 係 る 1 5 ％ 基 準 超 過 額 ― ― ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ― ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ― ― ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ― ― ―

コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 の 額　　　（ロ） 1 1
自 己 資 本
自 己 資 本 の 額（（ イ ） －（ ロ ））　　　（ハ） 5,３６5 5,４２０
リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 　 　 　 （3 ）
信 用 リ ス ク・ ア セ ッ ト の 額 の 合 計 額 ３６,８４９ ３７,８７０

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △ ４４９ △ ４5０
うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。） ０ ０
う ち 、 繰 延 税 金 資 産 ― ―
う ち 、 前 払 年 金 費 用 ― ―
う ち、 他 の 金 融 機 関 等 向 け エ ク ス ポ ー ジ ャ ー △ ４5０ △ ４5０
う ち、 上 記 以 外 に 該 当 す る も の の 額 ― ―

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額 1,９０４ 1,８０5
信 用 リ ス ク ・ ア セ ッ ト 調 整 額 ― ―
オ ペ レ ー シ ョ ナ ル・ リ ス ク 相 当 額 調 整 額 ― ―
リ ス ク・ ア セ ッ ト 等 の 額 の 合 計 額　　　（ニ） ３８,７5４ ３９,６７６
自 己 資 本 比 率
自 己 資 本 比 率 　 （（ハ）／（ニ）） 1３.８４% 1３.６６%

（注�）自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の 2の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合
連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第22号）」に係る算式に基づき算出しておりま
す。なお、当組合は国内基準を採用しております。

1 ．自己資本調達手段の概要
　　　当組合の自己資本は、地域のお客様による出資金および当組合が積み立てている利益剰余金等により、構成されております。
　　��　なお、出資金につきましては、発行主体は「福岡県南部信用組合」、資本調達手段の種類は「普通出資」、コア資本に係る基礎項目の額に算入された額は377百万円となって

おります。
2 ．自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　　　自己資本の充実度に関しましては、自己資本比率は国内基準である 4％を上回っており、経営の健全性・安全性を充分保っております。
　　　将来の自己資本充実策につきましては、事業計画に基づき得られた利益による資本の積上げを第一義的な自己資本の充実策としてまいります。

	 自己資本の充実状況	 （単位：百万円）



９

経理・経営内容

	 資金運用勘定、調達勘定の平均残高等	

科　　　　目 年　度 平均残高 利　　　息 利回り
資 金 運 用
勘 定

２８年度 ８６,９３０ 百万円 1,００３,1２２ 千円 1.15％

２９年度 ８６,1８７ ９９1,７1３ 1.15
う ち
貸 出 金

２８年度 ３３,７９３ ７４７,０5９ ２.２1
２９年度 ３４,３55 ７４２,６０７ ２.1６

う ち
預 け 金

２８年度 ３９,5８７ ８３,９２７ ０.２1
２９年度 ３８,４３４ ７３,６２1 ０.1９

う ち
有 価 証 券

２８年度 1３,３０４ 1６２,３３1 1.２２
２９年度 1３,15３ 1６5,６８０ 1.２5

資 金 調 達
勘 定

２８年度 ８1,８２０ ４８,９６5 ０.０5
２９年度 ８1,1９６ ３７,８９３ ０.０４

う ち
預 金 積 金

２８年度 ８1,７９３ ４８,６９４ ０.０5
２９年度 ８1,1９６ ３７,８９３ ０.０４

う ち
譲 渡 性 預 金

２８年度 ─ ─ ─
２９年度 ─ ─ ─

う ち
借 用 金

２８年度 ─ ─ ─
２９年度 ─ ─ ─

	 総資金利鞘等	 （単位：％）

区　　　　　　分 平成28年度 平成29年度
資 金 運 用 利 回（a） 1.15 1.15
資 金 調 達 原 価 率（b） 1.２７ 1.２０
資 金 利 鞘（ a － b） △ ０.1２ △ ０.０5

	 その他業務収益の内訳	 （単位：百万円）

項　　　　　　　目 平成28年度 平成29年度
外 国 為 替 売 買 益 ― ―
商 品 有 価 証 券 売 買 益 ― ―
国 債 等 債 券 売 却 益 1２６ ９０
国 債 等 債 券 償 還 益 ― ―
金 融 派 生 商 品 収 益 ― ―
そ の 他 の 業 務 収 益 15 ４
そ の 他 業 務 収 益 合 計 142 95

	 総資産利益率	 （単位：％）

区　　　　　　分 平成28年度 平成29年度
総 資 産 経 常 利 益 率 ０.０９ ０.０８
総 資 産 当 期 純 利 益 率 ０.０６ ０.０８

（注）�総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／総資産（債務保証見返を除く）
平均残高×1００

該当事項なし

	 先物取引の時価情報	

該当事項なし

	 オフバランス取引の状況	

	 主要な経営指標の推移	 （単位：千円）

区　　　　　分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
経 常 収 益 1,４15,３８０ 1,３７７,７３２ 1,３０８,5７5 1,２３5,６15 1,２15,４55
経 常 利 益 1０1,４5８ 11８,９７３ 5８,００４ ８1,９11 ７３,７８３
当 期 純 利 益 ４1,０1３ ９９,11８ ３４,９６1 5６,６０２ ６９,９1８
預 金 積 金 残 高 ８1,２９３,８２０ ８1,２８４,1７5 ８1,６９5,515 ８０,２２６,０８６ ８０,２８７,６８1
貸 出 金 残 高 ３5,1０３,1８３ ３３,5９８,３２２ ３３,９２２,０７８ ３４,1３２,９４３ ３４,７４９,７４０
有 価 証 券 残 高 ７,5８３,３８０ 11,5９5,９０1 1３,８０5,４1２ 1４,０９８,４1９ 1３,７1４,０２７
総 資 産 額 ８７,5６７,９5９ ８７,８３5,６６1 ８８,６７９,1３４ ８６,９６２,４４1 ８６,９４７,３5６
純 資 産 額 5,３３３,1７０ 5,６２5,３２４ 5,９７９,６４5 5,９０９,６２０ 5,９４８,８２８
自己資本比率（単体） 1４.７０% 15.０２% 1４.15% 1３.８４% 1３.６６％
出 資 総 額 ３９5,２６４ ３８８,２1０ ３８5,０２４ ３８２,5９７ ３７７,９２４
出 資 総 口 数 ３９5,２６４口 ３８８,２1０口 ３８5,０２４口 ３８２,5９７口 ３７７,９２４口
出資に対する配当金 ７,９２７ ７,８5２ ７,７２４ ７,６７２ ７,5９０
職 員 数 1３1人 1３３人 1２６人 11８人 115人

（注） 1．残高計数は期末日現在のものです。
　　  2 ．「自己資本比率（単体）」は、平成18年金融庁告示第22号により算出しております。
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経理・経営内容

金銭の信託

有価証券の時価等情報

該当事項なし

	 運用目的の金銭の信託	

該当事項なし

	 その他の金銭の信託	

該当事項なし

	 満期保有目的の金銭の信託	

該当事項なし

	 売買目的有価証券	

該当事項なし

	 満期保有目的の債券	

該当事項なし

	 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの	

　時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券	（単位：百万円）

項　　　　　　　目
平成28年度 平成29年度
貸借対照表
計 上 額

貸借対照表
計 上 額

子 会 社 ・ 子 法 人 等 株 式 ─ ─

関 連 法 人 等 株 式 ─ ─

非 上 場 株 式 ４ ４

合 計 4 4

	 その他有価証券	 （単位：百万円）

種　　　　　　　 類
平成28年度 平成29年度

貸借対照表
計上額 取得原価 差　　額 貸借対照表

計上額 取得原価 差　　額

貸 借 対 照 表 計 上 額 が 
取 得 原 価 を 超 え る も の

株 式 ３６5 ３０９ 5６ ３９８ ３1３ ８４
債 券 ９,８1３ ８,９８９ ８２４ ９,９３5 ９,1７４ ７６０

国 債 1,４９３ 1,３1８ 1７４ ９４７ ８1２ 1３４
地 方 債 ─ ─ ─ ─ ─ ─
短 期 社 債 ─ ─ ─ ─ ─ ─
社 債 ８,３２０ ７,６７1 ６４９ ８,９８８ ８,３６1 ６２６

そ の 他 1,４1６ 1,３６６ 5０ 1,３０5 1,２７４ ３1
小 計 11,595 10,665 930 11,640 10,763 877

貸 借 対 照 表 計 上 額 が 
取 得 原 価 を 超 え な い も の

株 式 ８７ ９２ △ ４ ２5８ ２７４ △ 1６
債 券 ９６０ ９９5 △ ３４ 5９４ 5９5 △ 1

国 債 ─ ─ ─ ─ ─ ─
地 方 債 ─ ─ ─ ─ ─ ─
短 期 社 債 ─ ─ ─ ─ ─ ─
社 債 ９６０ ９９5 △ ３４ 5９４ 5９5 △ 1

そ の 他 1,４5０ 1,４６８ △ 1７ 1,２1６ 1,２２７ △ 1０
小 計 2,498 2,555 △	57 2,069 2,098 △	29

合 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 計 14,093 13,220 873 13,709 12,861 847
（注）　 1．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等にもとづいております。
　　　 2．上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
　　　 3．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。
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資 金 調 達

資 金 運 用

	 預金種目別平均残高	 （単位：百万円、％）

種　　　目 平成28年度 平成29年度
金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

流 動 性 預 金 ２5,２４９ ３０.８７ ２６,７７６ ３３.３5
定 期 性 預 金 5６,5４３ ６９.1２ 5３,511 ６６.６４
譲 渡 性 預 金 ― ― ― ―
その他の預金 ― ― ― ―
合 計 81,793 100.00 80,287 100.00

	 定期預金種類別残高	 （単位：百万円）

区　　　分 平成28年度末 平成29年度末
固 定 金 利 定 期 預 金 5０,７０３ ４８,６８5
変 動 金 利 定 期 預 金 ― ―
そ の 他 の 定 期 預 金 ― ―
合 計 50,703 48,685

	 預金者別預金残高	 （単位：百万円、％）

区　　　　　分 平成28年度 平成29年度
金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

個 人 ６７,３６７ ８３.９７ ６６,６２３ ８２.９８
法 人 1２,８5８ 1６.０２ 1３,６６３ 1７.０1

一 般 法 人 11,３４８ 1４.1４ 1２,5３９ 15.６1
金 融 機 関 ８ ０.００ ０ ０.００
公 金 1,5０1 1.８７ 1,1２３ 1.３９

合 計 80,226 100.00 80,287 100.00

	 貸出金金利区分別残高	 （単位：百万円）

区　　　　　　分 平成28年度末 平成29年度末
固 定 金 利 貸 出 1０,０1０ 11,5８３
変 動 金 利 貸 出 ２４,1２２ ２３,1６６
合 計 34,132 34,749

	 貸出金使途別残高	 （単位：百万円、％）

区　　　　　　分
平成28年度末 平成29年度末

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比
運 転 資 金 1３,６６９ ４０.０5 1３,２３７ ３８.０９
設 備 資 金 ２０,４６３ 5９.９5 ２1,51２ ６1.９1
合 計 34,132 100.00	 34,749 100.00	

	 消費者ローン・住宅ローン残高	 （単位：百万円、％）

区　　　　　　分
平成28年度末 平成29年度末

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比
消費者ローン ９1０ 1０.０３ 1,２２６ 1２.８1
住 宅 ロ ー ン ８,15９ ８９.９７ ８,３４２ ８７.1９
合 計 9,069 100.00	 9,568 100.00	

	 貸出金償却額	 （単位：百万円）

項　　　　　　目 平成28年度 平成29年度
貸 出 金 償 却 額 ― ０

	 有価証券種類別残存期間別残高	 （単位：百万円）

区　　　　　　　　　　　　　　分 1年以内 1年超	
5 年以内

5年超	
10年以内 10年超

国 債
平成２８年度末 ― ― ― 1,４９３
平成２９年度末 ― ― ― ９４７

地 方 債
平成２８年度末 ― ― ― ―
平成２９年度末 ― ― ― ―

短期社債
平成２８年度末 ― ― ― ―
平成２９年度末 ― ― ― ―

社 債
平成２８年度末 ― 1,5７９ 5,７２5 1,９７６
平成２９年度末 1９９ ２,４２６ 5,5４６ 1,４０９

株 式
平成２８年度末 ― ― ― ―
平成２９年度末 ― ― ― ―

外国証券
平成２８年度末 1９９ 1,８15 ４９６ ―
平成２９年度末 ９９ 1,６６４ ４４5 ―

その他の
証 券

平成２８年度末 ― ― ― ―
平成２９年度末 ― ― ― ―

合 計
平成28年度末 199 3,394 6,221 3,469
平成29年度末 299 4,090 5,992 2,356
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資 金 運 用
	 貸出金種類別平均残高	 （単位：百万円、％）

科　　目
平成28年度 平成29年度

金　額 構成比 金　額 構成比
割 引 手 形 ４０２ 1.1８ ３９４ 1.15 
手 形 貸 付 ３,０３９ ８.９９ ２,８７1 ８.３６ 
証 書 貸 付 ２９,5６７ ８７.４９ ３０,２４０ ８８.０２ 
当 座 貸 越 ７８３ ２.３1 ８４９ ２.４７ 
合 計 33,793 100.00	 34,355 100.00	

	 有価証券種類別平均残高	 （単位：百万円、％）

区　　分
平成28年度 平成29年度

金　額 構成比 金　額 構成比
国 債 1,5３5 11.5０ 1,15９ ８.８1 
地 方 債 ― ― ― ―
短 期 社 債 ― ― ― ―
社 債 ８,６２８ ６４.８5 ８,８６４ ６７.３９ 
株 式 ３３２ ２.４９ 5０８ ３.８６ 
外 国 証 券 ２,5０４ 1８.８２ ２,３２４ 1７.６６ 
その他の証券 ３０２ ２.２６ ２９5 ２.２４ 
合 計 13,304 100.00	 13,153 100.00	

（注）当組合は、商品有価証券を保有しておりません。

	 貸倒引当金の内訳	 （単位：百万円）

項　　　　　目
平成28年度末 平成29年度末

期末残高 増減額 期末残高 増減額
一 般 貸 倒 引 当 金 ９６ ２1 ９４ △ ２
個 別 貸 倒 引 当 金 1,３６5 △ 5９ 1,３5２ △ 1２
貸 倒 引 当 金 合 計 1,461 △	37 1,446 △	14

（注�）当組合は、特定海外債権を保有しておりませんので「特定海外債権引当勘定」に係る
引当は行っておりません。

　　　担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額	（単位：百万円、％）

区　　　　分 金　額 構成比 債務保証見返額

当組合預金積金 平成２８年度末 ２,２1６ ６.４９ ２5
平成２９年度末 1,８４８ 5.３1 1７

有 価 証 券 平成２８年度末 ― ― ―
平成２９年度末 ― ― ―

動 産 平成２８年度末 ― ― ―
平成２９年度末 ― ― ―

不 動 産 平成２８年度末 1８,３７０ 5３.８２ ―
平成２９年度末 1８,5０３ 5３.２４ ―

そ の 他 平成２８年度末 1８ ０.０5 ―
平成２９年度末 1７ ０.０４ ―

小 計 平成28年度末 20,605 60.36	 25
平成29年度末 20,369 58.61	 17	

信用保証協会・
信 用 保 険

平成２８年度末 1,９４６ 5.７０ 11
平成２９年度末 1,７９０ 5.15 ９ 

保 証 平成２８年度末 ７,７２８ ２２.６４ ―
平成２９年度末 ８,６２０ ２４.８０ ―

信 用 平成２８年度末 ３,８5２ 11.２８ ―
平成２９年度末 ３,９６８ 11.４1 ―

合 計 平成28年度末 34,132 100.00 36
平成29年度末 34,749 100.00	 27	

	 貸出金業種別残高・構成比	 （単位：百万円、％）

業　　種　　別
平成28年度末 平成29年度末

金　額 構成比 金　額 構成比
製 造 業 1,４３７ ４.２1 1,３４８ ３.８７ 
農 業 、 林 業 ２４４ ０.７1 ２４０ ０.６９ 
漁 業 ３９ ０.11 ３７ ０.1０ 
鉱 業、 採 石 業、 砂 利 採 取 業 ― ― ― ―
建 設 業 ４,０７5 11.９３ ３,９４８ 11.３６ 
電 気、 ガ ス、 熱 供 給、 水 道 業 ― ― ― ―
情 報 通 信 業 ― ― ４ ０.０1 
運 輸 業 、 郵 便 業 5３３ 1.5６ 5４８ 1.5７ 
卸 売 業 、 小 売 業 ２,２5６ ６.６1 ２,０1２ 5.７９ 
金 融 業 、 保 険 業 ２,15９ ６.３２ ２,1６３ ６.２２ 
不 動 産 業 ３,5３８ 1０.３６ ３,７４６ 1０.７８ 
物 品 賃 貸 業 ― ― ― ―
学 術 研 究、 専 門・ 技 術 サ ー ビ ス 業 ８２5 ２.４1 ７８０ ２.２４ 
宿 泊 業 155 ０.４5 1４３ ０.４1 
飲 食 業 ４９０ 1.４３ ４２３ 1.２1 
生 活 関 連 サ ー ビ ス 業、 娯 楽 業 ３６７ 1.０７ ３5７ 1.０２ 
教 育 、 学 習 支 援 業 ７３ ０.２1 ６８ ０.1９ 
医 療 、 福 祉 ４15 1.２1 ３７３ 1.０７ 
そ の 他 の サ ー ビ ス ２,55６ ７.４８ ２,４８８ ７.15 
そ の 他 の 産 業 1４1 ０.４1 1２３ ０.３5 
小 　 　 　 　 　 　 　 計 19,310 56.57	 18,809 54.12	
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 1,０９２ ３.２０ 1,６６７ ４.７９ 
個 人（ 住 宅・ 消 費・ 納 税 資 金 等 ） 1３,７２９ ４０.２２ 1４,２７２ ４1.０７ 
合 　 　 　 　 　 　 　 計 34,132 100.00	 34,749 100.00	
（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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区　　　　分 債権額
（A）

担保・保証等
（B）

貸倒引当金
（C）

保全額
（D）=（B）+（C）

保全率
（D）/（A）

貸倒引当金引当率
（C）/（A－B）

破産更生債権及びこれ
ら に 準 ず る 債 権

平成２８年度 1,８９６ ６８４ 1,２1２ 1,８９６ 1００.００ 1００.００
平成２９年度 1,８７０ ６1２ 1,２5８ 1,８７０ 1００.００ 1００.００

危 険 債 権 平成２８年度 1,３８６ ８３６ 15３ ９８９ ７1.４1 ２７.９０
平成２９年度 1,３７４ ７９７ ９４ ８９1 ６４.８９ 1６.３９

要 管 理 債 権 平成２８年度 ９０ ８1 ３ ８４ ９３.６０ ３5.６０
平成２９年度 ４３８ ３1７ 1２ ３３０ ７5.３３ 1０.1９

不 良 債 権 計 平成２８年度 ３,３７２ 1,６０２ 1,３６８ ２,９７０ ８８.０８ ７７.２９
平成２９年度 ３,６８３ 1,７２７ 1,３６5 ３,０９２ ８３.９６ ６９.８０

正 常 債 権 平成２８年度 ３０,８２1
平成２９年度 ３1,1２２

合 計 平成28年度 34,194
平成29年度 34,805

（注）　 1 �．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に
対する債権及びこれらに準ずる債権です。

　　　 2 �．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取り
ができない可能性の高い債権です。

　　　 3．「要管理債権」とは、「 3か月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出債権です。
　　　 4 �．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に問題がない債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の

債権です。
　　　 5．「担保・保証等（B）」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
　　　 6．「貸倒引当金（C）」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。
　　　 7．金額は決算後（償却後）の計数です。

区　　　　分 残高
（Ａ）

担保・保証額
（Ｂ）

貸倒引当金
（Ｃ）

保全率
（Ｂ＋Ｃ）／（Ａ）

破 綻 先 債 権 平成２８年度 ６０８ 1７5 ４３３ 1００.００
平成２９年度 ６55 1８０ ４７5 1００.００

延 滞 債 権 平成２８年度 ２,６６８ 1,３４０ ９３２ ８5.15
平成２９年度 ２,5８６ 1,２２７ ８７７ ８1.３5

３ か 月 以 上 延 滞 債 権 平成２８年度 ４ ４ ０ 1０３.5３
平成２９年度 ３００ 1９４ ８ ６７.７６

貸 出 条 件 緩 和 債 権 平成２８年度 ８5 ７６ ３ ９３.０６
平成２９年度 1３８ 1２２ ３ ９1.７７

合 計 平成28年度 3,367 1,597 1,368 88.06
平成29年度 3,681 1,725 1,365 83.95

（注）　 1 �．「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないも
のとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、①会社更生法又は、金融
機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立てがあった債務者、②民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった
債務者、③破産法の規定による破産手続開始の申立てがあった債務者、④会社法の規定による特別清算開始の申立てがあった債務者、⑤手形交換所の取
引停止処分を受けた債務者、等に対する貸出金です。

　　　 2 �．「延滞債権」とは、上記 1．及び債務者の経営再建又は支援（以下「経営再建等」という。）を図ることを目的として利息の支払いを猶予したもの以外
の未収利息不計上貸出金です。

　　　 3 �．「 3か月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から 3か月以上延滞している貸出金（上記 1．及び 2．を除く）です。
　　　 4 �．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者

に有利となる取決めを行った貸出金（上記 1．～ 3．を除く）です。
　　　 5．「担保・保証額（B）」は、自己査定に基づく担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額です。
　　　 6 �．「貸倒引当金（C）」は、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載しており、リスク管理債権以外の貸出金等に対する貸倒引

当金は含まれておりません。
　　　 7．「保全率（B＋C）／（A）」はリスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。
　　　 8 �．これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、

全てが損失となるものではありません。

　当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり基本方針を定
め、これを遵守します。

1 ．組織としての対応
　  　当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する職員の安全を確保しつつ組織全体として対応し、迅速な問題解決に努めます。
２ ．外部専門機関との連携
　  　当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を

構築します。
３ ．取引の未然防止を含めた一切の関係遮断
　  　当組合は、信用組合の社会的責任を強く認識し、その責任を組織全体で果たすため、反社会的勢力との取引の未然防止を含めた一切の関係を遮

断し、反社会的勢力からの不当な要求には応じません。
４ ．有事における民事と刑事の法的対応
　  　当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。
5 ．資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与の禁止
　  　当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を隠ぺいするための資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。

	 反社会的勢力に対する基本方針	

	 リスク管理債権及び同債権に対する保全額	 （単位：百万円、％）

	 金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額	 （単位：百万円、％）
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●統合的リスク管理体制
　統合的リスク管理とは、自己資本比率の算定に含まれないリスクを含め当組合の直
面するリスクに関して、それぞれのリスクカテゴリー毎（信用リスク、市場リスク、
オペレーショナル・リスク等）に評価したリスクを総体的に捉え、当組合の経営体力

（自己資本）と比較・対照することによって、自己管理型のリスク管理を行うことです。
　当組合では、リスク管理を経営の重要課題と位置づけ、経営体力・自己資本の水準
から容認できるリスク量の適正なコントロールを行い、収益力の強化を図るという「健
全性の維持」と「収益性の向上」の双方にバランスのとれた経営を目指すこととする。
　更に、これらのリスクを経営レベルで総合的且つ専門的に管理を行うために、リス
ク管理委員会を設置し過大なリスク負担をしていないかチェックし、常務会へ定期的
に報告し経営体力への影響や改善策について検討する体制としています。

●法令等遵守（コンプライアンス）体制
　金融機関は一般企業に比し、より高い公共的使命をもっていることから、社会的責
任を負うことも求められております。そのため、法令やルールの厳正な遵守（コンプ
ライアンス）を確実に実践し、誠実かつ適正な営業活動を遂行することが必要となり
ます。当組合では、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス・マニュア
ルに基づく定期的な研修と自己チェックを行い、役職員一人一人の倫理観及び厳正な
自己規律のもと、不正のない職場づくりに取り組んでおります。

リスク管理に関する体系図
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●対象役員
　当組合では、理事全員及び監事全員（非常勤を含む）の報酬体系を開示しております。
報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務
執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。
　　⑴　報酬体系の概要
　　　【基本報酬及び賞与】
　　　  　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、

理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。
　　　  　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理

事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当組合の理事会にお
いて決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、
監事の協議により決定しております。

　　　【退職慰労金】
　　　  　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総

代会で承認を得た後、支払っております。
　　　  　なお、当組合では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主と

して次の事項を規程で定めております。
　　　　a．決定方法　　b．支払手段　　c．決定時期と支払時期
　　⑵　役員に対する報酬 （単位：百万円）

区　分 当期中の報酬支払額 総会等で定められた報酬限度額
理　事 ４０ ４４
監　事 ９ 1２
合　計 5０ 5７

　　注 1  ．前記は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第15条別紙様式第
４ 号「附属明細書」における役員に対する報酬です。

　　注 ２ ．支払人数は、理事1６名、監事 ４ 名です。（退職役員含む。）
　　⑶　その他
　　　  　「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第６９条第 1 項第 ６ 号等の規

定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用協同組合等の業務の運営又は
財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定
める件」（平成２４年 ３ 月２９日付金融庁告示第２３号）第 ３ 条第 1 項第 ３ 号及び第 5
号に該当する事項はありません。

●対象職員等
　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当組合の非常勤役員、
当組合の職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者の
うち、当組合の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、平成２９年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。
　　注 1 ．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
　　注 ２  ．「同等額」は、平成２８年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としており

ます。
　　注 ３  ．当組合の職員の給与、賞与及び退職金は当組合における「給与規程」及び

「退職金規程」に基づき支払っております。
　　　　  　なお、当組合は、非営利・相互扶助の協同組合組織の金融機関であり、業

績連動型の報酬体系を取り入れた自社の利益を上げることや株価を上げるこ
とに動機づけされた報酬となっていないため、職員が過度なリスクテイクを
引き起こす報酬体系はありません。

●苦情処理措置
　ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店または下記の窓口
にお申し出ください。

【窓口：福岡県南部信用組合事務部】　電話番号０９４２－４３－８1７７
　受 付 日：月曜日〜金曜日（祝日および組合の休業日は除く）
　受付時間：午前 ９ 時〜午後 5 時
　なお、苦情等対応手続については、別途リーフレットを用意しております
のでお申し付けいただくか、当組合ホームページをご覧ください。
　ホームページアドレス　　https://www.fukuoka-kennanshin.jp

　保険業務に関する苦情は下記機関でも受け付けております。
【一般社団法人日本損害保険協会　そんぽADRセンター】
　電　　話：０5７０－０２２８０８
　受 付 日：月曜日〜金曜日（祝・休日、年末年始除く）
　受付時間：午前 ９ 時15分〜午後 5 時

●紛争解決措置
　福岡県弁護士会　天神弁護士センター（電話：０９２－７４1－３２０８）
　福岡県弁護士会　北九州法律相談センター（電話：０９３－5６1－０３６０）
　福岡県弁護士会　久留米センター（電話：０９４２－３０－０1４４）
　東京弁護士会　紛争解決センター（電話：０３－３5８1－００３1）

　第一東京弁護士会　仲裁センター（電話：０３－３5９5－８5８８）
　第二東京弁護士会　仲裁センター（電話：０３－３5８1－２２４９）
　以上の各センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望
されるお客さまは、当組合事務部またはしんくみ相談所にお申し出ください。
　また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
　なお、前記東京・第一東京・第二東京弁護司会の各仲裁センターは、東京都
以外の各地のお客さまもご利用いただけます。
　仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者
の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
　①　移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。
　②　現地調停： 東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、

弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、
共同して解決に当る。

※ 移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳でありませんので
ご注意ください。

　具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。

【一般社団法人　全国信用組合中央協会　しんくみ相談所】
　　受 付 日：月曜日〜金曜日（祝日および協会の休業日は除く）
　　受付時間：午前 ９ 時〜午後 5 時
　　電　　話：０３－３5６７－２４5６

	 リスク管理体制・法令等遵守体制	

	 報酬体系について	

	 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容	
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　－定性的事項－
・信用リスクに関する事項
・信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
・派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要…該当事項なし
・証券化エクスポージャーに関する事項…該当事項なし
・オペレーショナル・リスクに関する事項
・ 協同組合による金融事業に関する法律施行令（昭和五十七年政令第四十四号）第三条第五項第三号に規定する出資その他これに類するエクスポー

ジャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
・金利リスクに関する事項

●信用リスクに関する事項
リ ス ク の 
説 明 信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少ないし消滅し当組合が損失を被るリスクです。

リスク管理の方針
お よ び 管 理 体 制

中長期計画を踏まえ、与信リスク集中の排除と与信ポートフォリオ管理ならびに個別与信における「安全性」「成長性」「収益性」
「流動性」「公共性」に則る厳正な審査に基づく与信管理を両輪としてリスクの所在やその規模を適正に把握するとともに資産
の健全性を維持し不良債権の発生を未然に防ぐことによって貸出資産の良質化に努めています。

評 価・ 計 測
信用リスクを評価する為、与信先に関する定量的、定性的分析に基づき定期的に資産査定を行いその結果を開示している。
また、与信の構造を業種別、規模別、資金使途別等に把握し適切なポートフォリオ管理をし、リスク管理委員会で協議検討し
定期的に常務会に報告しています。

■貸倒引当金の計算基準

　貸倒引当金は「自己査定基準」及び「償却・引当基準」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに算定しております。
　個別貸倒引当金については法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者「破綻先」に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者「実
質破綻先」に係る債権については、担保の処分可能見込額及び保証による処分可能見込額を控除し、その残額を計上しています。現在は経営
破綻の状況に無いが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者「破綻懸念先」に対する債権のうち、担保の処分可能見込額及
び保証による処分可能見込額を控除し、その残額に対し、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を乗じた金額を計上して
おります。
　一般貸倒引当金にあたる正常先、要注意先（要管理先を除く）、要管理先については、債務者区分ごとに、過去の一定期間における貸倒実績
から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた金額を計上しております。

■リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

　リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関は、以下の ４ つの機関を採用しております。
　　　・R＆I　　　・JCR　　　・Moody’s　　　・S＆P

■エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

　エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関はありません。

■信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

　自己資本比率規制における信用リスク削減手法として、当組合が扱う主要な担保には、預金積金や上場株式等があり、担保に関する手続に
ついては、「事務取扱要領」等により適切な取扱いに努めております。また、お客様が期限の利益を失われた場合には預金相殺等をする場合が
ありますが、当組合が定める「事務取扱要領」等により、適切な取扱いに努めております。

■派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

該当事項なし

■証券化エクスポージャーに関する事項

該当事項なし

経 営 内 容

該当事項なし

■再証券化エクスポージャーの有無

該当事項なし

■	証券化取引における格付の利用に関する基準」に規定する
体制・運用状況

該当事項なし

■信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針

該当事項なし

■	証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセット
の額の算出に使用する方式の名称

該当事項なし

■証券化取引に関する会計方針

該当事項なし

■	証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの
判定に使用する適格格付機関の名称

	 リスク管理体制	
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●オペレーショナル・リスクに関する事項

リスクの説明

事務リスク 　正確な事務を怠る、あるいは事故、不正等により損失を被るリスクをいいます。
システムリスク 　コンピュータシステムの障害又は誤作動、システムの不備、不正等により損失を被るリスクをいいます。

法務リスク 　お客様に対する過失による義務違反及び不適切なビジネス・マーケット慣行から生じる損失・損害などに
より損失を被るリスクをいいます。

人的リスク 　人事運営上の不公平・不公正及びセクシャル・ハラスメント等の差別的行為から生じる損失・損害などに
より損失を被るリスクをいいます。

有形資産リスク 　災害その他の事象から生じる有形資産の毀損・損害などにより損失を被るリスクをいいます。

風評リスク 　評判の悪化や風説の流布等により、信用が低下することから生じる損失・損害などにより損失を被るリス
クをいいます。

リスク管理の方針
および管理体制

　オペレーショナル・リスク管理規程に基づき、適正な管理を行っており、事務リスクについては、各部・店長を事務リスク
管理者とし、職員に事務リスクの重要性を認識させ、事務リスクの軽減を図るとともに、リスク管理委員会を主管部署と定め、
常務会および必要に応じて理事会に報告する体制としています。

評価・計測 　基礎的手法を用いて、オペレーショナル・リスク量の計測をしています。

■オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

　当組合は、基礎的手法を採用しております。

●出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要に
　関する事項

リスクの説明 　銀行勘定における出資又は株式等エクスポージャーにあたるものは、全信組連出資金、県火災共済出資金、政策投資株式が、
該当します。

リスク管理の方針
および管理体制

　これらについては、「有価証券運用規程」、「自己査定基準」等に基づき、適正な運用・管理を行っております。リスクの状況は、
財務諸表等を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、その状況については、経営陣へ報告を行うなど適
切なリスク管理に努めております。

評価・計測 　当該取引にかかる会計処理については、「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。

●金利リスクに関する事項

リスクの説明 　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指します。

リスク管理の方針
および管理体制 　定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる体制としております。

評価・計測 　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利ショック（BPV）の計測等を定期的に行い、リスク管理
委員会で協議検討するとともに、経営陣へ報告を行うなど、資産・負債の最適化に向けたリスク・コントロールに努めております。

■内部管理上使用した金利リスクの算定手法の概要

金利リスク算出の前提は、以下の定義に基づいて算出しております。
　◦計測手法
　　預金、貸出金、有価証券、預け金、その他「内部計算方式」

　◦コア預金
　　対　　象：流動性預金
　　算定方法：①過去 5年の最低残高
　　　　　　　②過去 5年の最大年間流失量を現残高から差し引いた残高
　　　　　　　③現残高の5０％相当額
　　　　　　　　以上 ３つのうち最小の額を上限
　　満　　期： 5年以内（平均２.5年）

　◦金利感応資産・負債
　　預金、貸出金、有価証券、預け金、その他の金利・期間を有する資産・負債

　◦金利ショック幅
　　９９％タイル又は 1％タイル値

　◦リスク計測の頻度
　　四半期毎（ ３、 ６、 ９、1２月末）

（単位：百万円）

平成28年度 平成29年度
金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益・経済価値の増減額 ３1９  ３７３

経 営 内 容
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　－定量的事項－
・自己資本の構成に関する事項…自己資本の充実状況P.８をご参照ください
・自己資本の充実度に関する事項
・信用リスク（信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く。）に関する事項
・信用リスク削減手法に関する事項
・派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項…該当事項なし
・証券化エクスポージャーに関する事項…該当事項なし
・出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
・信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額…該当事項なし
・金利リスクに関して信用協同組合等が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額…P.1６をご参照ください

●自己資本の充実度に関する事項	 （単位：百万円）

平成28年度 平成29年度
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計 ３６,８４９ 1,４７３ ３７,８７０ 1,51４
① 標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクス

ポージャー ３７,２９９ 1,４９1 ３８,３２1 1,5３２

（ⅰ）　ソブリン向け ３７３ 1４ ３７６ 15
（ⅱ）　金融機関向け ８,２２5 ３２９ ８,０４２ ３２1
（ⅲ）　法人等向け 1０,９９5 ４３９ 1０,６８８ ４２７
（ⅳ）　中小企業等・個人向け 5,７０２ ２２８ ６,０5４ ２４２
（ⅴ）　抵当権付住宅ローン 1,5９０ ６３ 1,４４０ 5７
（ⅵ）　不動産取得等事業向け ３,７３７ 1４９ ４,555 1８２
（ⅶ）　三月以上延滞等 1,1４３ ４5 1,5９７ ６３
（ⅷ）　出資等 ７４1 ２９ ８９６ ３5

出資等のエクスポージャー ７４1 ２９ ８９６ ３5
重要な出資のエクスポージャー ― ― ― ―

（ⅸ） 　他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通出
資等に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー ７51 ３０ ７51 ３０

（ⅹ） 　信用協同組合連合会の対象普通出資等であってコア資本に係
る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー ２４5 ９ ２４5 ９

（ⅺ）　その他 ３,７９２ 151 ３,６７1 1４６
②証券化エクスポージャー ― ― ― ―
③ 経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの

の額 ０ ０ ０ ０

④ 他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポー
ジャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算
入されなかったものの額

△ ４5０ △ 1８ △ ４5０ △ 1８

⑤CVAリスク相当額を ８ ％で除して得た額 ― ― ― ―
⑥中央清算機関関連エクスポージャー ― ― ― ―

ロ．オペレーショナル・リスク 1,９０４ ７６ 1,８０5 ７２
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） ３８,７5４ 1,55０ ３９,６７６ 1,5８７

（注）　 1．所要自己資本の額＝リスク・アセットの額× 4％
　　　 2．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
　　　 3 �．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路

公社、外国の中央政府以外の公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀
行、欧州共同体、信用保証協会等のことです。

　　　 4 �．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 3か月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、
「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが15０％になったエクスポージャーのことです。

　　　 5 �．「その他」とは、（i）～（x）に区分されないエクスポージャーです。具体的には有形固定資産、無形固定資産、繰延税金資産等が含まれます。
　　　 6．オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉
粗利益（直近 3年間のうち正の値の合計額）×15％

÷ 8％直近 3年間のうち粗利益が正の値であった年数

　　　 7．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額× 4％

資 料 編
経 営 内 容

	 リスク管理体制	
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経 営 内 容

●信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高（業種別・残存期間別） （単位：百万円）

	 エクスポージャー区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
三月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及
びその他のデリバティブ以
外のオフ・バランス取引

債　　　券 デリバティブ取引

平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度

国 内 ８5,1４８ ８5,４４３ ３４,1９３ ３４,８０5 1０,００６ ９,７９２ ― ― 1,３1９ 1,６７４
国 外 ２,5０２ ２,２０３ ― ― ２,5０２ ２,２０３ ― ― ― ―
地 域 別 合 計 87,651 87,646 34,193 34,805 12,509 11,995 ― ― 1,319 1,674
製 造 業 5,5９２ 5,７３９ 1,８８９ 1,８1６ ３,5０1 ３,5０２ ― ― ４４ ４1
農 業 、 林 業 ４5２ ４８０ ４5２ ４８０ ― ― ― ― 11 11
漁 業 ６６ ６９ ６６ ６９ ― ― ― ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
建 設 業 5,２３８ 5,０４７ ４,９11 ４,７３5 ３００ ３００ ― ― ３３２ ３1８
電気・ガス・熱供給・水道業 ９００ ８００ ― ― ９００ ８００ ― ― ― ―
情 報 通 信 業 1２９ 1４９ ― ７ 1００ 1００ ― ― ― ―
運 輸 業、 郵 便 業 1,６７０ 1,８３３ 5８1 5７1 1,０1６ 1,２1４ ― ― ２２ ３
卸 売 業、 小 売 業 ３,０２２ ２,７８４ ２,８２1 ２,5７０ ２００ ２００ ― ― ９３ ９７
金 融 業、 保 険 業 ４1,６０5 ４1,1６３ ２,1９７ ２,1８1 1,４０２ 1,４０1 ― ― ― ―
不 動 産 業 ４,６２７ ４,８４７ ３,６９1 ３,９４３ ６００ ６００ ― ― ２４６ ６1０
物 品 賃 貸 業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
学術研究、専門・技術サービス業 ８８６ ８４1 ８８６ ８４1 ― ― ― ― 1４5 1４４
宿 泊 業 155 1４３ 155 1４３ ― ― ― ― ― ―
飲 食 業 ８４5 ７９７ ８３２ ７８４ ― ― ― ― ７４ 151
生活関連サービス業、娯楽業 ３７３ ３６２ ３７３ ３６２ ― ― ― ― ― ―
教 育、 学 習 支 援 業 ７３ ６８ ７３ ６８ ― ― ― ― ― ―
医 療 、 福 祉 ４1７ ３７３ ４1７ ３７３ ― ― ― ― 1 ０
そ の 他 の サ ー ビ ス ３,６８０ ３,６６２ ３,６5４ ３,６４０ ― ― ― ― ９1 ６２
そ の 他 の 産 業 1４２ 1２３ 1４２ 1２３ ― ― ― ― ― ―
国・ 地 方 公 共 団 体 等 5,5７９ 5,5４２ 1,０９２ 1,６６８ ４,４８６ ３,８７３ ― ― ― ―
個 人 ９,９5４ 1０,４２３ ９,９5４ 1０,４２３ ― ― ― ― ２5６ ２３３
そ の 他 ２,２３６ ２,３９０ ― ― ― ― ― ― ― ―
業 種 別 合 計 87,651 87,646 34,193 34,805 12,509 11,995 ― ― 1,319 1,674
1 　 年 以 下 ３８,51４ 55,２９９ 1８,８1３ 1７,６８1 ２２４ ３２４ ― ―
1 年 超 ３ 年 以 下 ２5,1３３ ９,０８４ 5,1８２ ６,６６７ 1,７０1 ２,３９７ ― ―
３ 年 超 5 年 以 下 5,３０９ 5,３７３ ３,６1４ ３,７1９ 1,６９5 1,６5３ ― ―
5 年 超 ７ 年 以 下 ２,5２８ ３,1０２ 1,1２６ ９３６ 1,４０1 ２,1６６ ― ―
７ 年 超 1０ 年 以 下 5,３11 ４,5０３ ８４４ 1,０６２ ４,４６６ ３,４４０ ― ―
1０ 年 超 ３,４４２ ２,３４０ ４２３ ３２７ ３,０1９ ２,０1３ ― ―
期間の定めのないもの 5,1７5 5,551 ４,1８８ ４,４1０ ― ― ― ―
そ の 他 ２,２３６ ２,３９０ ― ― ― ― ― ―
残 存 期 間 別 合 計 87,651 87,646	 34,193 34,805	 12,509 11,995	 ― ―

（注） 1 �．「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメ
ントの与信相当額、デリバティブ取引を除くオフ・バランス取引の与信相当額の合計額です。

　　  2 �．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 3か月以上延滞している者に係るエクスポージャー
のことです。

　　  3 �．上記の「その他」は、業種区分や期間区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には現金、有形固定資産、無形固定資産
等が含まれます。

　　  4 ．CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　  5 ．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

●一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額　
　P.1２をご参照ください。

	 信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）	
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●信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー	 （単位：百万円）

信用リスク削減手法

ポートフォリオ
適格金融資産担保 保　　　証 クレジット・デリバティブ

平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度
信用リスク削減手法が適用された
エクスポージャー ２,３２０ 1,９４６ 5０1 ４０1 ― ―

（注）　 1．当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。
　　　 2 �．上記「保証」には、告示（平成18年金融庁告示第22号）第45条（信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会により保証された

エクスポージャー）、第46条（株式会社地域経済活性化支援機構等により保証されたエクスポージャー）を含みません。

●リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等	 （単位：百万円）

告示で定めるリスク・ウェイト区分（％）
エクスポージャーの額

平成28年度 平成29年度
格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し

０% ― ７,０４９ ― ６,5０９ 
1０% ― ３,７４６ ― ３,８２９ 
２０% 1,４15 ３９,5２９ 1,４1３ ３９,11７ 
３5% ― ４,551 ― ４,11４ 
5０% ３,６０６ ８３７ ３,８０5 ９３２ 
７5% ― ７,６２０ ― ８,０７７ 

1００% ３,３３８ 1４,９３９ ３,３９４ 15,11７ 
15０% ３９７ ２15 ３９８ 5３２ 
２5０% ― ４０３ ― ４０３ 

1,２5０% ― ― ― ―
合　　　　計 8,758	 78,892	 9,012	 78,634	

（注）　 1 �．格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　　 2 �．エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
　　　 3 �．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポー
　　　　ジャーは含まれておりません。
　　　 4 �．「1,25０％」欄については、自己資本比率告示の規定により、リスク・ウェイト1,25０％を適用したエクスポージャーの額を記載しております。

●業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等	 （単位：百万円）

業種別

個別貸倒引当金
貸出金償却期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高目的使用 その他

平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度
製 造 業 1０5 1７６ ７1 ― ― ― ― ２７ 1７６ 1４９ ― ―
農 業 、 林 業 ６ ０ ― ― 5 ― ０ ０ ０ ０ ― ―
漁 業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
建 設 業 ３２９ ３1７ ― ― ― ― 11 ３ ３1７ ３1４ ― ―
電気、ガス、熱供給、水道業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
情 報 通 信 業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
運 輸 業、 郵 便 業 ― ０ ０ ― ― ― ― ０ ０ ― ― ―
卸 売 業、 小 売 業 ２６ ２４ ― ０ ０ ― ０ ― ２４ ２5 ― ―
金 融 業 、 保 険 業 1 ― ― ― ― ― 1 ― ― ― ― ―
不 動 産 業 5７４ ４７７ ― ― ― ― ９６ 1４ ４７７ ４６３ ― ―
物 品 賃 貸 業 ― ― ０ ― ― ― ― ― ０ ― ― ―
学術研究、専門・技術サービス業 ８０ ７９ ― ― ― ― 1 1 ７９ ７８ ― ―
宿 泊 業 ２４ ２４ ０ ０ ― ― ― ― ２４ ２４ ― ―
飲 食 業 ４４ ４３ ２ ４８ ２ ― ― ― ４３ ９２ ― ―
生活関連サービス業、娯楽業 ３1 ― ― ― ― ― ３1 ― ― ― ― ―
教 育、 学 習 支 援 業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
医 療 、 福 祉 ４ ０ ― ― ３ ― ０ ― ０ ０ ― ―
そ の 他 の サ ー ビ ス 11０ 1０７ ９ 5 1３ ― ― ― 1０７ 11３ ― ―
そ の 他 の 産 業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
国・ 地 方 公 共 団 体 等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
個 人 ８４ 111 ２６ ― ― ７ ― 1２ 111 ９1 ― ０ 
合 計 1,424	 1,365	 110	 54	 25	 7	 144	 59	 1,365	 1,352	 ― 0	

（注）　 1．当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　　 2．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

経 営 内 容

	 信用リスク削減手法に関する事項	
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経 営 内 容

Ａ．預金業務
　　イ　預金・定期積金
　　　�　当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積

金、別段預金、納税準備預金等を取扱っております。
　　ロ　譲渡性預金
　　　　譲渡可能な定期預金を取扱っております。
Ｂ．貸出業務
　　イ　貸　付
　　　　手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取扱っております。
　　ロ　手形割引
　　　　商業手形の割引を取扱っております。
Ｃ．商品有価証券売買業務
　　取扱っておりません。
Ｄ．有価証券投資業務
　��　預金の支払準備及び資金運用のため国債、社債、株式、その他の
証券に投資しております。
Ｅ．内国為替業務
　　送金為替、当座振込及び代金取立等を取扱っております。
Ｆ．外国為替業務
　��　全国信用協同組合連合会の取次業務として外国送金、外貨預金取
引等の業務を取扱っております。

Ｇ．社債受託及び登録業務
　　取扱っておりません。
Ｈ．金融先物取引等の受託等業務
　　取扱っておりません。
Ｉ．附帯業務
　　イ　債務の保証業務
　　ロ　有価証券の貸付業務
　　ハ　国債等の引受け業務
　　ニ　代理業務
　　　⒜�　全国信用協同組合連合会、㈱日本政策金融公庫、㈱商工組合

中央金庫等の代理貸付業務
　　　⒝�　独立行政法人勤労者退職金共済機構等の代理店業務
　　　⒞�　日本銀行の歳入復代理店業務
　　ホ　地方公共団体の公金取扱業務
　　ヘ　株式払込金の受入代理業務
　　ト　保護預り及び貸金庫業務
　　チ　西日本建設業保証㈱の前払金預託制度の取扱業務
Ｊ．保険業法により行う保険契約の締結の代理又は媒介
Ｋ．電子債権記録機関の委託を受けて行う電子債権記録業に係る業務

■	主要な事業の内容

国 際 業 務 証 券 業 務

該当事項なし

該当事項なし

該当事項なし

該当事項なし

該当事項なし

	 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項	

該当事項なし

	 証券化エクスポージャーに関する事項	

●貸借対照表計上額及び時価等	 （単位：百万円）

区　　　分 平成28年度 平成29年度
貸借対照表計上額 時　　価 貸借対照表計上額 時　　価

上 場 株 式 等 ８０７ ８０７ ９６９ ９６９
非 上 場 株 式 等 ２5０ ― ２5０ ―
合 計 1,058 807 1,220 969

　（注�）投資信託等の複数の資産を裏付とするエクスポージャー（いわゆるファンド）のうち、上場・非上場の確認が困難なエクスポージャーについては、非上場
株式等に含めて記載しています。

●出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額	 （単位：百万円）

平成28年度 平成29年度
売 却 益 ２４ ６０ 
売 却 損 ４ 1９ 
償 却 ― ―

　（注）損益計算書における損益の額を記載しております。

●貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額	 （単位：百万円）

平成28年度 平成29年度
評 価 損 益 ８７３ ８４７ 

　（注）「貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、その他有価証券の評価損益です。

●貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
該当事項なし

	 出資等エクスポージャーに関する事項	

	 外国為替取扱実績	 	 公共債引受額	

	 外貨建資産残高	 	 公共債窓販実績	
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該当事項なし

そ の 他 業 務

■独立行政法人
　住宅金融支援機構/91.12％

■株式会社
　日本政策金融公庫/3.50%

■独立行政法人
　福祉医療機構/5.15%

区　　　　　分 平成28年度末 平成29年度末
全 国 信 用 協 同 組 合 連 合 会 ― ―
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 ― ―
株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 ３5 ３４
独立行政法人住宅金融支援機構 1,０７８ ８８３
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 ― ―
独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 ６４ 5０
そ の 他 ― ―
合 　 　 　 　 　 　 　 　 計 1,177 969

「自己宛小切手による特殊詐欺等被害防止対策」の実施について

当組合は、福岡県中央信用組合及びとびうめ信用組合と、

平成30年１2月を目途に、対等の立場で合併することを基本

合意いたしました。

大善寺支店と安武支店を統廃合し、平成30年6月１１日より

筑邦西支店にて新築移転オープンいたしました。

　福岡県南部信用組合は、振り込め詐欺等の被害を防止することを目的に、福岡県警察本部と協力し、特にご高齢のお客様
が多額の現金をお引き出し請求時に、現金に替えて「自己宛小切手（預金小切手）」のご利用をお勧めしております。
　また、必要に応じて、お客様が詐欺被害に遭われていないか、警察官が確認をさせていただく場合がございますので、特
殊詐欺被害を撲滅するため、お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
　本対策による自己宛小切手（預金小切手）は、手数料無料にて発行させていただきます。

※自己宛小切手（預金小切手）をお勧めする理由
　自己宛小切手（預金小切手）は、当組合が自らを支払人として振出す小切手のことです。自分（当組合）に対して支払いを
依頼するので「自己宛」といいます。
　現金化する際には、受取人の取引金融機関の口座へ入金するよう取立依頼をするため、現金化するまでに一定の時間を要し、
この間に支払先を特定できる可能性が高いことから、万が一詐欺に遭われても、被害防止と犯人逮捕につながります。
　また、小切手に受取人の名前を記載いただくことにより、不正に小切手を取得した第三者への支払いを防ぐことができます。

詐欺被害の防止ばかりでなく
　①当組合が支払人であるため安心してご利用いただける
　②大きな金額でも一枚で済むので持ち運びに便利
　③紛失や盗難にあった場合にも、現金に比べて被害を防ぐ可能性が高い

などの利点があります。　　　

	 代理貸付残高の内訳	 （単位：百万円） 	 平成29年度末公庫・事業団等別貸出残高構成比	

	 当組合の子会社	

	 トピックス	
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諸証明書関係

項　　　　目 単　位 金　額
預金・融資残高証明書

継続発行　※ 1 通 ３２４円
都度発行 1 通 5４０円

英文残高証明書 1 通 5４０円
当組合制定外帳票での証明書 1 通 1,０８０円
支払利息証明書 1 通 5４０円
預金取引明細 1 口座 5４０円
未払利息証明書 1 通 5４０円
借入金利息等証明書 1 通 ２,1６０円
その他の証明書 1 通 5４０円
融資証明書 1 通 1０,８００円
※あらかじめ証明日などのご指定を受け、定期的に証明書を発行します。

融資関係

項　　　　目 金　額
ローンカード再発行手数料 1,０８０円
アパートローン取扱手数料 5４,０００円

ロ

ー

ン

住

宅

新規貸出（ご融資実行時） 5４,０００円
一部繰上返済（返済額を変更） 5,４００円
全額繰上返済（2年以内） 5,４００円
条件変更 5,４００円

マイカーローン 一部繰上返済
全額繰上返済

5,４００円
※但し、返済元金が
1０万円以下は無料

一
般
融
資

新規貸出　手形貸付（用紙代等） 1件 1０８円
　　　　　証書貸付（用紙代等） 1件 1０８円
既往貸出　手形書替（用紙代等） 1件 5４円
条件変更 5,４００円

担
保
取
扱

不

動

産

基本手数料
（根）抵当権設定額

3,000万円以上 ２1,６００円
3,000万円未満 1０,８００円

設定内容の変更 ３,２４０円
資格証明書・印鑑証明書 実　費

調査手数料　 1件 1,７２８円
担保の調査手数料　（登記簿謄本・字図・住民票） 実　費

そ の 他 業 務

法定監査の状況

　当信用組合は、協同組合による金融事業に関する法律第 ５条の ８第 3
項に規定する「特定信用組合」に該当しておりますので、「貸借対照表」
「損益計算書」「剰余金処分計算書」等につきましては、会計監査人であ
る有限責任監査法人「トーマツ」の監査を受けております。

継続企業の前提の重要な疑義

該当事項なし

財務諸表の適正性及び内部監査の有効性

　私は当組合の平成29年 ４ 月 １ 日から平成30年 3 月3１日までの第66期の
事業年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書の適正
性、及び同書類作成に係る内部監査の有効性を確認いたしました。

平成30年 6 月27日

　福岡県南部信用組合
理事長　大場　清貴

	 手数料一覧	 （平成30年 6 月末現在）

項　　　　目 自　店 本支店 他　行

振 込

窓 口
5万円未満 1０８円 ２1６円 ６４８円
5 万円以上 ３２４円 ４３２円 ８６４円

Ａ
T
M

当 組 合
カ ー ド

5万円未満
1０８円

1０８円 ３２４円
5 万円以上 ２1６円 5４０円

他金融機関
カ ー ド

5万円未満 1０８円 1０８円 ４３２円
5 万円以上 ２1６円 ３２４円 ６４８円

送 金 普 通 扱 い ４３２円 ６４８円

代金取立

小 切 手 そ の 他 ４３２円

取 立 手 形
割 引 手 形
担 保 手 形

同 地 ４３２円

そ の 他
普 通 ８６４円
至 急 1,０８０円

組 戻
振 込 ・ 送 金

1,０８０円
代 手・ 担 手・ 割 手

不 渡 手 形 返 却 料
取 立 手 形 店 頭 呈 示 料
自 店 内 定 額 口 座 振 替（家 賃 等） 5４円
そ の 他 費 用 実　費
1 ．ＡＴＭでのお振込みは、別途所定のＡＴＭ利用手数料が必要となります。
2．同地とは、自店が属する手形交換所地域、その他とは、それ以外の地域をいいます。

項　　　　目 単　　位 金　　額
当 座 小 切 手 帳 1 冊（5０枚） ６４８円
手形帳（約束手形・為替手形） 1 冊（5０枚） ８６４円

マル専口座
口 座 開 設 1 件 ３,２４０円
手 形 決 済 1 枚 ６４８円
入金帳発行 1 冊 1,０８０円

当 座 預 金 開 設 1 件 5,４００円
自 己 宛 小 切 手 発 行 1 件 5４０円
通帳・証書・キャッシュ	
カ ー ド 等 再 発 行 1 件 1,０８０円

当組合
ＡTM

当 組 合 カ ー ド 使 用 無料
他金融機関カード使用 1０８円

※�総合口座貸越取引およびカードローン取引において、お借入またはご返済の金額が 1万
円以下でＡＴＭ手数料が216円となった場合は、当組合が1０8円を負担いたします。
※当組合ＡＴＭの取扱時間は、平日 8時45分から18時００分迄です。（土・日・祝日は休止）

個人情報関係

項　　　　目 金　額
お名前、生年月日、ご住所、電話番号、携帯電
話番号、勤務先、勤務先電話番号 左記一括 1,０８０円

その他の情報 1 項目毎 1,０８０円
（注 1）上記の手数料には消費税を含んでいます。
（注 2）定めのない手数料につきましては、実費を申し受けることがあります。

	 内国為替取扱実績	 （単位：百万円）

区　　　　分
平成28年度末 平成29年度末
件　数 金　額 件　数 金　額

送金・振込
他の金融機関向け ３1,９０1 ３２,２２３ ３1,1４４ ３1,55４
他の金融機関から 5８,８４９ ２８,11７ 5６,６６７ ２８,８３３

代金取立
他の金融機関向け ２1６ 1３７ 1７２ ８７
他の金融機関から 5６６ ７２ 5４７ ９７
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地域貢献（信用組合の社会的責任（ＣＳＲ）に関する事項等）

　当組合は、「経営の透明性が地域利用者の信頼を確保する」という観点から、ホームページおよびディスクロージャー誌等によ
りお客様の視点に立った分かりやすい情報開示に努めております。また、お客様からのご意見ご要望を踏まえ当組合のサービス
の充実を図りお客様満足度の向上に努めております。
　更に、地域とのふれあいを大切にした文化的・社会的貢献を推進していきます。

■　キャッシュカード・通帳等盗難・紛失時における受付
　信組ＡＴＭセンターにおいて年中無休2４時間対応で行っております。　（TEL：0４7－４9８－0１５１）
■　他の金融機関との提携
　他の信用組合をはじめ、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、労働金庫、系統農協、ゆうちょ銀行及びイオン銀行
と提携し、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し（「入金ネット」加盟金融機関では、入出金）の他、キャッシュカード
による振込機能付ＡＴＭを利用した振込業務サービスを行っております。
■　セブン銀行との提携
　セブン-イレブンやイト－ヨ－カド－等に設置のセブン銀行ATMでは年中無休で「ご入金」、「お引出し」、「残高照会」をご利
用いただいております。
　また、平日の午前 ８時４５分～午後 6時および土曜日の午前 9時～午後 2時の時間帯は、『手数料無料』でご利用いただいてお
ります。
■　セブン銀行のATM（利用可能時間および手数料）

７:００
▼

８:４5
▼

９:００
▼

1４:００
▼

1８:００
▼

２３:４5
▼

ご 入 金
お引出し

平 日 取扱なし 1０８円 無　　料 1０８円 取扱なし
土 曜 取扱なし 1０８円 無　　料 1０８円 取扱なし
日曜・祝日 取扱なし 1０８円 取扱なし

残高照会
平 日 取扱なし 無　　料 取扱なし
土 曜 取扱なし 無　　料 取扱なし
日曜・祝日 取扱なし 無　　料 取扱なし

（注） 1．キャッシュカード、ローンカードのみの取扱いとなり、通帳での取引および振込みはご利用いただけません。
　　  2 ．硬貨を伴う取引はご利用いただけません。
　　  3 ．けんなんしんのATMでセブン銀行のキャッシュカードはご利用いただけません。

　当組合は「地域のコミュニティバンクとして、お客様の繁栄に奉仕し地域社会の発展に貢献するとともに、組合の躍進と職員の
働きがいある職場を創る」という基本理念に基づいて、組合員の経済的地位の向上を図り、地域社会の発展に寄与し、経営の健全
性を確保、組合員や預金者の利益の保護、信用秩序の維持・法令等を遵守し、健全経営に徹していきます。

　経営ビジョン
　　地域社会へ貢献し、地域と共に成長をめざす。

　経営基本方針
　全役職員が目標達成に向け高いモチベーションを持続し、多様化する顧客ニーズに対し当組合の強みである機動力を最大
限活かし迅速に対応することで顧客満足度の向上に努めるとともに、きめ細やかな営業活動の実践で顧客サービスの充実を
図り、地域の中小零細事業者や生活者から信頼を得る地域金融機関と成るよう取り組む。
　また、反社会的勢力との関係遮断に取り組むとともに、法令等遵守やリスク管理等に対する継続的な態勢整備の充実と収益
力を高める体制の強化で強固な経営基盤を構築する。

　　 １．収益力の向上
　　　　＊全役職員による収益改善に向けた意識改革。
　　　　＊全役職員による目標達成に向けた意識高揚。
　　　　＊全役職員による機動力発揮での貸出金の先数・残高増加。
　　　　＊融資審査のスピード化による顧客満足度の向上。
　　　　＊全役職員による地縁・人縁を活かしたセールスの強化。
　　 2．人材の育成
　　　　＊計画的、継続的、効率的な内部・外部研修による職員のレベルアップ。
　　　　＊融資審査のスピード化を実践するための審査能力強化。
　　　　＊目利き力を発揮したコンサルティング機能強化への人材育成。
　　　　＊役席者との同行訪問活動による渉外担当者の渉外力の強化。
　　　　＊取引先のニーズを的確に把握し、適切に対応できる人材育成。
　　 3．経営の健全性の確保
　　　　＊　情報開示による経営の透明性確保。
　　　　＊　内部監査の監査品質の向上。
　　　　＊　継続的な法令等遵守体制の構築。
　　　　＊　コンプライアンスプログラムの完全履行。

	 地域に貢献する信用組合の経営姿勢	

	 地域サービスの充実	
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地域貢献（信用組合の社会的責任（ＣＳＲ）に関する事項等）

地域密着型金融の取組み状況

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の措置実施状況（平成21年12月以降累計）

平成３０年 ３ 月末現在 中小企業者向け 住宅資金 合　計

 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 ４９９ ４２ 5４1 

うち、実行に係る貸付債権の数 ４６5 ３２ ４９７ 

うち、謝絶に係る貸付債権の数 1９ ０ 1９ 

うち、審査中の貸付債権の数 ０ ０ ０ 

うち、取下げに係る貸付債権の数 15 1０ ２5 

（単位：件）

	 取引先への支援状況等	

　当組合は、組合員である中小零細事業者の経営支援のために金融利便の提供は必要不可欠なものであり、リレーションシップ
バンキングの再構築（経営改善支援によるランクアップ）ならびに金融円滑化にも積極的に取組み、また、セーフティネット保
証の活用、担保・保証に依存しない融資の取組みを役職員一体となり、展開しております。
　個人・勤労者の方には、住宅資金および各種ローン等にて、お客様の満足のいく商品を提供し、生活設計プランにお応えして
おります。

	 文化的・社会的貢献やその他地域貢献に関する取組み	

・地域の祭りやロードレースなど、イベントのお手伝いにも積極的に参加するなど、地域活性化の一翼も担っています。
・�全国信用組合一斉「しんくみの日（ 9月 3日）」の奉仕活動と、地域環境整備のための道路清掃・公園清掃・カーブミラーの�
手入れ・ゴミ、空き缶拾い活動等を実施し、地域に貢献しております。
・�各店での自主的な献血の取組みによる社会貢献を担うことと、地域の文化的催しのためにロビーを開放し、文化発展の一助と
して貢献しております。
・�「ペットボトルキャップで世界の子どもにワクチンを届けようキャンペーン」に賛同し、ペットボトルキャップを集め、支援
団体の協力企業に寄付しました。

	 地域貢献に資する融資商品の提供	

　当組合は、地域事業者および個人・勤労者の資金需要に応えるため、多種多様な商品を提供し、融資を通じた地域貢献に取
組みました。

事業者向け資金 個人向け資金
・制度資金 １0５件 ５3４百万円 ・住宅関連資金 6１件 １,0５0百万円
・アパート関連資金 １0件 ８90百万円 ・マイカー関連資金 １3５件 23１百万円

・その他消費資金 290件 ５４3百万円
（平成29年度実績）
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中小企業の経営支援に関する取組み方針

　経営基盤の弱い中小事業者に対し、経営力強化の支援を実践することで地域経済の安定を図ることが地域金融機関である当組合の使命であること
を全職員が認識し、事業分野の特性に応じた経営力強化支援及び再生支援に積極的に取組んでおります。

中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況

　各営業店長（支援強化責任者）と統括部署（融資部　経営支援課）が連携し経営支援に取組み、統括部署は進捗状況を四半期毎に常務会に報告す
る。常務会は、進捗状況を把握するとともに支援方針を指示する態勢となっています。

中小企業の経営支援に関する取組み状況

　特に経営支援が必要な先として選定したリレーションシップバンキング先に対しては、各営業店長が毎月訪問し、アクションプラン及び事業計画
書等の策定支援、合同商談会等への参加案内による支援を実施しています。

●創業・新規事業開拓の支援
　創業・新規事業開拓を希望されるお客様に対しては、創業資金の調達支援に留まらず、事業計画策定、助成金申請を含む各種手続き等、創業・起
業ステップに応じて支援する方針です。

「経営者保証に関するガイドライン」への対応

　当組合は、経営者保証の課題に対応するため、経営者保証に関するガイドライン研究会（事務局：全国銀行協会及び日本商工会議所）が公表（平
成２5年1２月 5 日）した「経営者保証に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という）を自発的に尊重し、遵守するための態勢整備を通じて、
その弊害の解消に努めます。
　今後、中小企業等と保証契約を締結する場合、また、当該保証人がガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、ガイドライン
に基づき、誠実に対応し、取引先との継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化に努めます。

地域の活性化に関する取組み状況

　ちくごバイヤービジネスマッチング会（求評会）への協賛による販路拡大や当組合の取引先同士を紹介するビジネスマッチング等の金融仲介機能
を発揮することで地域経済の活性化を促進する取組みを行っています。

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組み状況

期初債務者数（Ａ） 経営改善
支援取組み率

（α／Ａ）

ランク
アップ率

（β／α）

再生計画
策定率

（δ／α）

うち経営改善支援取組み先（α）
αのうち期末に債務
者区分がランクアッ
プした先数（β）

αのうち期末に債務
者区分が変化しなか
った先（γ）

αのうち再生計画を
策定した先数（δ）

８４5 ３８ ０ ３３ ３８ ４.４９% ０.００% 1００.００%

（注）　 1．期初債務者数は平成29年 4 月当初の債務者数です。
　　　 2．経営改善支援取組み先数は、取引先企業（個人事業主を含む）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先は含んでおりません。
　　　 3 �．「αのうち期末に債務者区分がランクアップした先数（β）」は、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先です。なお、経営改

善支援取組み先で期中に完済した債務者はαには含みますがβには含んでおりません。
　　　 4 �．「αのうち期末に債務者区分が変化しなかった先（γ）」は、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先です。期中に完済した債務者は

含んでおりません。
　　　 5 �．「αのうち再生計画を策定した先数（δ）」は、αのうち中小企業再生支援協議会・中小企業振興センター等の外部機関による再生計画策

定先、当組合独自の再生計画策定先の合計先数です。
　　　 6．期中に新たに取引を開始した取引先は、本表に含みません。

	 経営改善支援等の取組み実績	 （単位：先数、％）



２６

	 店舗一覧表（事務所の名称・所在地）	 （ATM設置状況・平成30年6月末現在）

店　　名 住　　　　　　　　　　　所 電　話 ATM
本 部 〒８３９-０８６1 福岡県久留米市合川町字十三部３1の ３ ０９４２－４３－８1７７ －
本 店 営 業 部 〒８３９-０８６1 福岡県久留米市合川町字十三部３1の ３ ０９４２－４４－２1７７ 1 台
善 導 寺 支 店 〒８３９-０８２４ 福岡県久留米市善導寺町飯田６３5の ３ ０９４２－４７－1０２８ 1 台
草 野 支 店 〒８３９-０８３5 福岡県久留米市草野町草野４２３の 1 ０９４２－４７－０００1 1 台
小 郡 支 店 〒８３８-０1４1 福岡県小郡市小郡下築地２８３の1３ ０９４２－７２－７２６８ 1 台
南 町 支 店 〒８３０-００51 福岡県久留米市南 1 丁目 ４ 番 ６ 号 ０９４２－３８－４４０5 1 台
瀬 高 支 店 〒８３5-００２４ 福岡県みやま市瀬高町下庄1８5７の ７ ０９４４－６２－４151 1 台
高 田 支 店 〒８３９-０２15 福岡県みやま市高田町濃施5０４の 1 ０９４４－２２－5０２３ 1 台
山 川 支 店 〒８３5-０1０1 福岡県みやま市山川町立山1００６の ２ ０９４４－６７－1７２２ 1 台
大 牟 田 支 店 〒８３７-０９1２ 福岡県大牟田市大字白銀６８７の 1 ０９４４－5８－555０ 1 台
三 橋 支 店 〒８３２-０８２２ 福岡県柳川市三橋町下百町２０の 1 ０９４４－７２－5２３８ 1 台
大 和 支 店 〒８３９-０２5３ 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾1４1の ２ ０９４４－７６－1０００ 1 台
荒 木 支 店 〒８３０-００６２ 福岡県久留米市荒木町白口２４３０の 1 ０９４２－２７－115０ 1 台
筑 邦 西 支 店 〒８３０-００７３ 福岡県久留米市大善寺町宮本４４1－ ６ ０９４２－２７－11６０ 1 台
三 潴 支 店 〒８３０-０11２ 福岡県久留米市三潴町玉満２９７０の ３ ０９４２－６４－２８２８ 1 台
城 島 支 店 〒８３０-０２11 福岡県久留米市城島町楢津７３４ ０９４２－６２－２1０5 1 台

※当組合のATMは全店視覚障がい者に対応したハンドセット式を採用しております。

久留米市、小郡市、八女市（旧
八女郡上陽町・黒木町・立花
町・矢部村・星野村を除く）、
筑後市、みやま市、大牟田市、
柳川市、大川市、三井郡、
三潴郡、および八女郡

索 引　��各開示項目は、下記のページに記載しております。なお、＊印は、「協金法第6条で準用する銀行法第21条」「金融再生法」に基づく開示項目、＊＊印は「監督指針の
要請」に基づく開示項目、無印は任意開示項目です。
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